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１．議事日程 

  （平成１６年度安芸高田市予算審査特別委員会小委員会（企画常任委員会）） 

平成１６年７月２日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

於 本 庁 ３ 階 旧 議 場 

  開 会 

  議 題 

（１） 議案第３７号  平成１６年度安芸高田市一般会計予算 

 

  閉 会 

 

 

２．出席委員は次のとおりである。（１２名） 

   委員    井 上 正 文     委員    佐々木   博 

   委員    明 木 一 悦     委員    岡 山   薫 

   委員    田 中 常 洋     委員    加 藤 英 伸 

   委員    山 﨑 昭 弘     委員    金 行 哲 昭 

   委員    玉 川 祐 光     委員    猪 掛 信 幸 

   委員    高 下 二 郎     委員    亀 岡   等 

 

 

３．欠席委員は次のとおりである。 

   なし 

 

 

４．安芸高田市議会委員会条例第２１条の規定により出席した者の職氏名（１７名） 

市     長  児 玉  更太郎   助     役  増 元  正 信 

参     事  小 野    豊   総 務 部 長  新 川  文 雄    

収  入  役  藤 川  幸 典   自治振興部長  田 丸  孝 二 

総 務 課 長  高 杉  和 義   財 政 課 長  垣 野 内   壮 

企 画 課 長  武 岡  隆 文   自治振興課長  小 田    忠    

地域振興課長  今 田  基 良   企 画 課 主 幹  山 縣  勇 壮    

八千代支所長  平 下  和 夫   美土里支所長  立 川  堯 彦   

高 宮 支 所 長  猪 掛  智 則   甲 田 支 所 長  武 添  吉 丸   

向 原 支 所 長  益 田  博 志  

   

 

５．職務のため出席した事務局職員の職氏名（４名） 

   事 務 局 長   増 本 義 宣    書      記   新 谷 洋 子 

   書      記  国 岡 浩 祐    書      記   倉 田 英 治 
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～～～～～～～～～○～～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開会 

○井上(文)委員長  みなさん、おはようございます。本日の予算審査は自治振興、地域振

興、安芸高田市や市民の将来に重要な案件であり、また大きな数々の事

業もあります。慎重に審議のほど、よろしくお願いします。 

執行部の方々には、連日にわたり大変ご苦労さんでございます。 

ただ今の出席委員は12名でございます。定足数に達しておりますので、

これより予算審査小委員会として企画常任委員会を開会をいたします。 

本日の審査日程は、お手元に配付したとおりであります。 

それでは、議事に入ります。 

予算審査特別委員会から審査委託を受けました、議案37号平成16年度

安芸高田市一般会計の予算の内、企画常任委員会所管の予算審査の件を

議題といたします。 

自治振興部所管予算の説明を求めます。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  それでは、自治振興部が所管します予算について、ご説明をいたした

いというふうに思います。まず私の方から自治振興部が所管します予算

の特徴について、何点かご報告を申し上げたいと思います。 

まず第1に、新市建設の基本であります住民自治組織、活動を基本と

した協働のまちづくりを推進していくために、6町で組織されておりま

す32の住民自治組織及びその連合組織を育成強化するとともに、協働の

まちづくりの基本であります市民参画の柱となるまちづくり委員会の設

置をいたすこととしております。 

第2に、新市建設計画に掲げ、6町が早期に着手することにしていた第

2庁舎、総合文化保健福祉施設、葬斎場の整備につきまして、それぞれ

実施設計、基本計画、基本構想等の策定を開始することといたしました。

また、地域の情報化につきましては、整備手法、運営手法等を整理する

ことといたしております。 

第3に、旧町時代から引き継ぎましたいくつかの重要な課題について、

取り組みを開始していくことといたしました。具体的には第3セクター

等の健全化計画の策定と、その具体化及び生活交通の具体的な確保につ

いての取り組みを開始をいたします。 

第4に、新市建設計画に基づいた実施計画を策定することとし、新市

の行財政の総合的、計画的な実施に寄与することといたしております。 

以上、4点について重点的に予算化をするとともに、所管をします広

報統計、電算事務等を円滑に実施し、新市の基礎堅めをするための経費

を計上したとこであります。 

詳細につきましては、目及び事業ごとに担当課長が説明をいたします

ので、よろしくお願いを申し上げます。 

○武岡企画課長  委員長。 
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○井上(文)委員長  武岡企画課長。 

○武岡企画課長  企画課長の武岡でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

それでは、私の方からは企画課の所管いたします関係予算につきまして、

一般会計予算書に沿って要点の説明をさせていただきます。 

まず最初に歳入でございますが、18ページをお願いいたします。12款

分担金及び負担金、1項分担金、1目総務費分担金、1節の総務費分担金

でございますが398万9,000円計上いたしております。これは本定例会の

初日に議決いただきました安芸高田市民放テレビ放送難視聴解消事業分

担金徴収条例に関係いたすものでございまして、本年度事業の実施予定

でございます、高宮町五十貫部地区の地元受益者の分担金でございます。

ちなみに、補助対象事業費の3分の1に加えて、1世帯あたり3万円を負担

いただくものでございます。 

続きまして、19ページをお願いいたします。13款使用料及び手数料、

1項使用料、1目総務使用料、2節の総務使用料の6,284万5,000円でござ

いますが、この内、企画課所管の歳入は6,015万円でございます。内容

は、八千代町サイクリングターミナル並びにダム周辺のスポーツ施設等

の使用料が主なものでございます。次に4目労働使用料、1節の労働使用

料につきましては182万4,000円計上いたしておりますが、これはＪＲ向

原駅、甲立駅、吉田口駅周辺の市営駐車場の使用料でございます。 

次に24ページをお願いいたします。15款県支出金、2項県補助金、1目

総務費県補助金、1節の総務管理費補助金でありますが5億1,184万1,000

円の内、企画課関係の歳入は634万9,000円でございます。内容は説明書

の3番目にあります生活交通路線維持費補助金198万6,000円と、次ペー

ジのテレビ難視聴解消事業費補助金の436万3,000円でございます。テレ

ビ難視聴解消事業費補助金につきましては、国庫補助相当分事業費の3

分の1の290万9,000円も間接補助として含まれております。 

次に28ページをお願いいたします。3項委託金、1目総務費委託金、1

節の総務管理費委託金でございますが199万9,000円の内、企画課関係の

歳入は196万2,000円でございまして、説明欄の県広報紙配布事務委託金

56万2,000円と、道の駅清掃業務委託金140万円を計上いたしております。

道の駅清掃業務委託金につきましては、県有地部分にかかる清掃及び植

栽の管理委託でございます。 

次に4節の統計調査費委託金の1,557万円につきましては、本年度説明

欄に掲げてございます統計調査が実施されますが、これの委託金でござ

います。 

次に30ページをお願いいたします。16款財産収入、1項財産運用収入、

1目財産貸付収入、1節の土地建物貸付収入3,867万6,000円の内、企画課

所管の歳入は30万8,000円でございまして、これは道の駅にございます

コンビニエンスストアポプラへの土地建物の貸し付けに伴うものでござ

います。なお、これの管理運営につきましては株式会社神楽門前湯治村

を管理者に指定して行っております。 
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次に、歳出に移らせていただきます。40ページをお願いいたします。

2款総務費、1項総務管理費、2目文書広報費につきましては730万8,000

円を計上いたしておりますが、主なものは11節の需用費の426万1,000円、

これは広報あきたかたの印刷製本費、フィルムの現像代等でございます。

13節の委託料255万4,000円は、市のホームページの保守管理委託料でご

ざいます。また、これに市勢要覧の作成の委託を予定をいたしておりま

す。18節の備品購入費22万1,000円につきましては、取材用デジタルカ

メラの購入に伴うものでございます。 

次に43ページをお願いいたします。7目の企画費につきましては1億5,

802万9,000円を予算計上いたしておりますが、企画費、交通対策予算の

他、第2庁舎、総合文化保健福祉施設、葬斎場の整備計画に関する予算、

またテレビ放送難視聴解消施設整備予算等を、ここで一括計上いたして

おります。なお、説明欄にあります土地利用対策費20万6,000円につき

ましては、建設部の関係でございますのでよろしくお願いいたします。 

まず、報酬87万5,000円につきましては、第2庁舎建設コンペ審査委員

会委員並びに総合文化福祉保健施設整備検討委員会委員、また葬斎場整

備検討委員会委員にかかる報酬でございます。次に、報償費の183万円

でございますが、第2庁舎の設計業者の選定に関わるコンペ参加業者に

対する報償費が主なものでございます。次に、旅費につきましては100

万5,000円については、100万円が企画課でございまして、本庁、支所を

含めた一般旅費が64万1,000円、特別旅費が35万9,000円になってござい

ます。次に需用費につきましては、269万3,000円の内、249万2,000円が

企画課関係でございます。主には向原駅、甲立駅、吉田口駅周辺施設の

水道光熱費、修繕料の他、過疎地域自立支援計画書の印刷経費、その他

支所を含む事務消耗品、コピー代等でございます。役務費の31万1,000

円につきましては、高速バス停留所並びに三江線式敷駅のし尿汲み取り

代でございます。次に、委託料の4,163万1,000円につきましては、第2

庁舎実施設計委託の他、第3セクター健全化計画策定業務、生活交通計

画書策定並びに総合文化福祉保健施設基本計画、葬斎場基本構想等々の

策定業務委託料が主なものでございます。次の、使用料及び賃借料の57

万円につきましては、向原駅並びに甲立駅の下水道使用料、また視察研

修時におきますバスの借り上げ等が主なものでございます。次に、工事

請負費1,063万円につきましては、高宮町五十貫部地区のテレビ難視聴

解消施設整備工事が主なものでございます。次に負担金補助及び交付金

の9,848万4,000円につきましては、生活交通路線維持負担金が9,487万2,

000円で、大部分を占めておりますが、残すところは芸北広域市町村圏

振興協議会等々の各種協議会等の負担金が主なものでございます。 

次に44ページをお願いいたします。11目の行政情報処理費につきまし

ては1億4,039万7,000円予算計上いたしておりますが、この内、広域ネ

ットワークに関わるものが3,136万1,000円、電算処理に係るものが1億9

03万6,000円でございます。まず、旅費の34万7,000円につきましては、
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職員の高度かつ専門的知識の習得のための研修旅費でございます。次に、

需用費の465万2,000円につきましては、ネットワーク関連機器並びに1

人1台パソコン並びにプリンター等の修繕費、また電算機専用の帳票用

紙、プリンター用トナー等の購入に要するものでございます。次に役務

費の719万7,000円につきましては、インターネットプロバイダー料並び

に本庁舎、分庁舎等のＡＤＳＬ回線の電話使用料でございます。次に委

託料の4,494万6,000円につきましては、広域ネットワークの保守点検委

託料、各種ソフト並びにサーバー類、並びに周辺機器の保守委託及び新

規システム開発に伴う委託料が主な内容でございます。次に使用料及び

賃借料の7,466万4,000円につきましては、電算システム並びにパソコン

リース料が6,642万6,000円で、残る822万8,000円が広域ネットワークの

電柱共架料、地価管路共同使用料並びにウィルス対策ソフトのライセン

ス使用料でございます。 

次に工事請負費の550万円でございますが、これはネットワーク設定

工事並びにネットワーク配線モール工事に要するものでございます。 

次に備品購入費につきましては、書棚の購入でございます。 

次の負担金補助及び交付金の292万9,000円につきましては、県北情報

センター端末設置負担金が主なものでございます。 

次に12目、自治振興費2億4,962万2,000円の内、企画課の関係は、説

明欄の最後にあります外郭団体の補助費の1億7,712万円でございまして、

内訳につきましては13節の委託料1億5,439万2,000円の内、1億5,096万

円が神楽門前湯治村並びに道の駅、サイクリングターミナル及びダム周

辺施設の業務委託料でございます。また、19節の負担金補助及び交付金

の7,414万5,000円の内、2,616万円が企画課関係でございますが、吉田

町地域振興事業団への補助金が主なものでございます。 

続きまして、49ページをお願いいたします。5項統計調査費、1目統計

調査総務費につきましては2,183万8,000円計上いたしておりますが、広

報統計係の職員3名の人件費が主なものでございます。 

次に2目指定統計費につきましては1,583万6,000円計上いたしており

ますが、これは本年度実施されます右の指定統計に要する費用でござい

まして、特に大きな調査といたしましては、来年2月に農林業センサス

が予定されております。主な支出は調査員報酬の1,176万円と、11節の

需用費272万円の調査関係用品の購入に要するものでございます。以上

で、説明を終わります。 

○小田自治振興課長  委員長。 

○井上(文)委員長  小田自治振興課長。 

○小田自治振興課長  自治振興課長の小田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

まず、歳入でございます。歳入につきましては、19ページをご覧いた

だきたいと思います。19ページ、13款使用料及び手数料、1項使用料、

目の総務使用料でございます。その中の節として総務使用料がございま

す。6,284万5,000円、その内、自治振興課が所掌いたしますものにつき
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ましては、総務施設使用料としてエコミュージアム川根、高宮町にあり

ます施設でございますが、これの使用料として188万5,000円。それから

市内にございます基幹集会所の使用料として81万円を見込んでおります。 

それから24ページをご覧いただきたいと思います。24ページ15款県支

出金、2項県補助金、1目総務費県補助金、節として総務管理費補助金で

ございます。それの説明欄の25ページにございます、合併推進交付金4

億3,800万の内、自治振興課の所掌しますものとして地域振興支援費と

いうことで4,200万をこの中に計上いたしております。 

続きまして、歳出についてご説明をいたします。歳出については予算

書の41ページをご覧いただきたい。予算書41ページ、2款総務費、1項総

務管理費、目の5財産管理費でございます。この説明欄の中にございま

す財産管理総務費6,920万4,000円でございますが、この内、自治振興課

が所掌いたしますのは1,883万7,000円でございます。これは自治振興課

が所掌いたします市内32ヵ所の基幹集会所の維持管理経費を計上したも

のでございます。主たる経費につきましては、その基幹集会所の浄化槽

であるとか、消防設備管理委託料及び電気水道料が主なものとしてござ

います。その内、予算でございますけども、需用費として電気水道、そ

れから修繕費等で707万。それから委託料として、これは浄化槽また、

消防管理費でございますが、これが953万等が主な費用でございます。 

それから44ページをお開き下さい。2款総務費、第1項総務管理費で12

目自治振興費でございます。自治振興費の予算額2億4,962万2,000円で

ございます。その説明欄をご覧いただきたいと思いますけども、説明欄

の中で、自治振興総務管理費838万9,000円でございますが、この費用に

つきましては地域振興に関わる旅費、また消耗品の事務費を主に計上し

ております。また、地域振興組織が32ございますけども、その活動支援、

それから育成指導を図るということで、地域振興推進員を設置しており

ますけども、その報償費、または管内旅費の計上をしております。さら

に、地域振興を図る上で、地域リーダーの育成または職員を含む人材育

成というのは重要であります。人材育成の研修会や広く市民が地域の将

来を語るということで、まちづくりフォーラムという事業も計画してお

りますけども、その開催経費を見込んでおります。主な経費といたしま

しては、地域振興推進員の経費として報酬360万、活動旅費72万等を入

れております。また、まちづくりフォーラムについては、新たな事業と

して計画しておりますけども、この開催経費として127万5,000円を計上

いたしております。さらに、地域住民、市民の方々にまちづくりという

ことへの啓発も含めて、市民の皆様方に情報提供というかたちで、まち

づくりパンフレットの作成を計画しておりますけども、その費用として

68万3,000円を計上しております。それから、人材育成研修会というこ

とで、講演会等を開催を計画いたしますけども、この経費として68万3,

000円等を計上しております。これが主な事業ということでございます。

それから、同じ説明欄にございますけども、まちづくり委員会費がござ
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います。これが170万3,000円を計上いたしておりますけども、この本予

算につきましては、まちづくり委員会、準備会を含むまちづくり委員会

の開催経費を計上させていただいております。まちづくり委員会につき

ましては、まちづくりに市民の方々の意向を反映をすると。市民の方々

と行政との協働を基調とするまちづくりを推進するということで、まち

づくり委員会を条例で設置するということになっております。まちづく

り委員会の位置付け、役割、またはその構成について、まちづくり委員

会の検討段階から地域振興会の代表の方々を中心とした方々に参加いた

だいて、それを協議をするということで、まちづくり委員会の設立準備

会を設けることとしております。主な経費につきましては、そのまちづ

くり委員会の委員報酬及び専門的な意見を聞くための専門家、大学の教

授も含めてですけども、その招致費用をこの中に計上いたしております。 

それから、同じ説明欄の一番下になりますけども、地域振興支援費で

ございます。地域振興支援費6,241万円でございます。この地域振興支

援費につきましては、地域づくり活動が充実するようにいうことで、育

成支援するための費用としてこれを計上いたしております。市内には32

の振興会組織、それから6つの連合組織が既に設置をされております。

地域の課題を克服して、安心して暮らせる地域を創出するという観点で

の地域振興会の活動を育成支援すると、それから行政と市民の方々との

十分な連携を図りながら、地域の状況やその特性に則した地域振興会組

織の育成支援をする、この必要があろうと思います。そのための活動助

成金。それから各町でそれぞれ祭り、イベント等を旧町時代から開催を

されておりますけども、そのイベントへの補助金についても計上いたし

ております。また、地域振興施設として自治振興課が所掌する高宮にあ

りますエコミュージアム川根、それからこれは産業振興部が所掌すると

いうことでございますけども、同じく高宮にあります農産加工施設のレ

インボーファームの施設運営経費がこの中に含まれております。地域振

興支援費の6,241万円の内、エコミュージアム川根にあたる施設経費が7

45万円、それから産業振興部が所掌いたします、レインボーファームの

施設経費として610万円がこの中に含まれております。主な経費につき

ましては、地域振興会の活動助成金32それぞれございますけども、各連

合組織、旧町単位あたり400万円を見込んで、計2,400万円。それから地

域振興会が実施する特色ある事業を企画された場合、各旧町あたり300

万円、計1,800万円について計上をいたしております。それから各町の

祭り、またはイベント等への補助金として566万円を計上いたしており

ます。主な経費につきましては、以上でございます。自治振興課につき

ましては以上でございます。 

○井上(文)委員長  これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○猪 掛 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  猪掛委員。 
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○猪 掛 委 員  はい、猪掛でございます。ただ今、事業内容については説明をいた

だきましたが、個々の事業よりまずまちづくりの全体について、先にお

伺いをしたいと思います。 

この自治振興部はまちづくりそのものを担当される部でありまして、

またこの企画委員会というのも自治振興に関わることと明記をされてお

るわけでございます。ただ今お聞きいたしますと、既に自治振興会組織

が32、それから6つの連合会組織が出来上がっているようでございます

が、当然その中には定着をしたもの、またできたてのもの、いろいろ地

域によって格差があると思います。我々も企画課といたしまして、でき

るだけ早くそれが定着するように環境整備をしていく必要があろうかと

思うわけでございますが、現在できております振興会のそれぞれの地域

によって内容が違うと思います。その辺の状況、あるいは分析をどのよ

うにされておるかということと、併せてこれが一日も早く定着をするこ

とによって、初めて素晴らしい安芸高田市が出来上がったということで

あろうと思いますので、その辺の意気込みについて最初にお伺いをいた

します。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  各町の地域振興組織等に関わります分析につきましては、自治振興課

長の方からご説明を申し上げたいと思います。自治振興部の意気込みと

いうことでございますが、私ども一般質問の中でも相当私どもの所管に

関わるご質問もいただきましたし、また本日ご説明申し上げました中身

につきましても、建設計画の冒頭、基本的なまちづくりの理念に関わる

部分をお答えさせていただいてるということもございます。さらには、

建設計画でご確認をいただきました、大きなプロジェクト事業等、それ

らの構想を、計画、具体化へ向けた前段の取り組みは私たちのところが

させていただくということでございますので、その責任の重大さは当然

身にしみておるところであります。私ども職員一同ですね、一丸になり

ましてこの職務を遂行していく覚悟でございますので、ご指導の程よろ

しくお願いしたいというふうに思います。 

○小田自治振興課長  委員長。 

○井上(文)委員長  小田自治振興課長。 

○小田自治振興課長  それぞれの地域振興組織での現状の分析とのご質問でございます。こ

の地域振興組織につきましては、現在設置をされて数ヶ月の組織から、

30年を越える活動の実績のある組織まで、様々な状況がございます。そ

の組織形態につきましては、組織はできたが今後どのような具体な活動

を展開をしていけばいいかということで、若干の不安を持たれる地域も

ございますし、それから長年の活動の中で、やはり若干活動が停滞をし、

その活動そのものがマンネリ化の傾向にあるものもあるように聞いてお

ります。やはりこの地域振興会、住民自治組織につきましては、まちづ

くりの根幹になるものでございます。それの状況につきましては、各支
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所または本庁の地域振興課が窓口となっておりますけども、その地域振

興課を中心として状況の把握、それから地域課題の把握というのも、現

在その作業を進めているという状況がございます。さらに、こういった

育成支援をするということで、地域振興推進員を設けておりますけども、

この地域振興推進員とともに地域の実態を把握し、地域の課題を抽出を

しながらその地域の振興策というのを、行政と住民の方々とともに今後

考えていく必要があろうと思います。そういった作業につきましては、

これからも続けていくという状況でございます。以上でございます。 

○井上(文)委員長  他に質疑はありませんか。 

○佐々木委員  委員長。 

○井上(文)委員長  佐々木委員。 

○佐々木委員  はい。お尋ねします。各自治体とも同じことと思いますが、企画の正

確さによってはですね、近隣市町はもちろんですが、県内の市町におい

ても優劣を分ける非常に大きなものがあると思います。企画といえばで

すね、企画課だけでなくすべての各部、箇所に該当するものではないか

と、このように私は考えております。そこでですね、企画と地域振興と

いうのは非常に大きな幅の差があるとこういうふうに考えております。

そこでですね、地域振興会、この度億の基金を積み上げるということで

聞いておりますが、これが盛り上がるにつれてですね、平行、並列する

ようなですね、こういう点が生じはしないかと、このように考えており

ます。あればですね、どういうところで分岐点にするかいうことをひと

つお考えならお教え願いたいと思います。 

それからすね、もう1点、振興基金として、これはですね、活動費と

して活用できるのはいつ頃からいつ頃までだろうか。非常に長い間で使

うんだろうか、それとも少々繰り上げてでも使用されるようになるのか、

そこら辺りで大きな契約にも差があると考えとります。ひとつお知らせ

願いたいと思います。よろしくお願いします。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  暫時休憩をお願いしたいんですが。 

○井上(文)委員長  はい。暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午前１０時３７分 休憩 

午前１０時３８分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

○井上(文)委員長  再開いたします。 

田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  まず、企画部門とそれから地域振興に関わる部分がですね、いわゆる

並列、平行して重なってくる、そこらの整理をどのようにされるかとい

うことであろうというふうに思いますけども、お尋ねのとおり、地域で

活動が活発化し、そして当然地域の経営というところまで振興会は考え
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ていくようになる可能性があるというふうに考えております。そうしま

すとその地域のハード、ソフトに関わる諸々の計画づくりが進んできた

り、当然支所の地域振興課が大きく関わってくるわけですが、そのよう

な状況も起こり得るだろうと思います。そうするとそこには企画という

考え方が当然入ってくるというふうに理解をしております。私たちはむ

しろこのような地域振興会のそうした地域を経営するという観点や、そ

れぞれがそれぞれの地域の計画をしていくという状況が最も望ましいあ

り方であるというふうに理解しておりますので、当然そうしたことは、

いわゆる支所等を通して私たちのところに当然上がってくるだろうとい

うふうに思います。その統括をしますのが自治振興課でございまして、

当然同じポジションの中にはございますので、そのことは企画課の全市

的な諸々の計画の中に組み込まれていくだろうというふうに考えており

ます。そういったことの中でそれぞれの地域振興という住民の皆さんの

思いなり、願い、希望というものが、全市の計画の中に入っていくとい

うシステムができればいいのではなかろうかというふうに考えておると

ころであります。 

それから、33億円の基金を積まさせていただいておりますけども、こ

の基金につきましては基本的には果実を、いわゆる利子で生じたものを

活用するということでございますので、それにつきましては毎年度一般

会計の中に繰り入れまして、いわゆる住民自治組織の育成強化といった

ところに活用して参りたいというふうに思っておるところでございます。

以上でございます。 

○佐々木委員  委員長。 

○井上(文)委員長  佐々木委員。 

○佐々木委員  今の説明を聞きましてですね、我々が考えておるのは、この地域振興

費というものはね、この地域だけで使うと。企画というものはやはり考

え方が幾分か違うんじゃないかと、持っていき方が違うんじゃないかと。

やはり大きく広がれば、これは地域振興として企画が取り上げると、こ

ういう話ですかね。費用の問題も、我々は大体計算するとこれぐらいの

ことまではできるだろうという考え、地域振興会としてね、当然、先の

ね、計画を立てないといけないと、このように思っておりますが、やっ

ぱりここらでね、企画にそういう地域振興会が盛り上がってね、これは

まったく企画も共同でやるということになると、この幅を超えたものが

できるとかいう点があるのか、ないのか、そこら辺りもやはりね、これ

からの大きな計画の元になりますので、そこら辺りがお尋ねしたいわけ

です。 

やはりね、地域振興会いうのは今基金を発表していただいております

がね、これがどこいったかわからない状態になるのか、それとも地域振

興部、市としてのこれは当然確保しておるものか、いうこともお尋ねし

たいと、このように思います。 

それから今の、私がお尋ねしたのはですね、今期間とかいうのは正確
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じゃなくてもよろしいんですがね、これはその発生したものによってこ

れは出していくんじゃというようなご答弁だったと思うんですよね。違

いますか。多く組んだら前倒しでも出るという格好でよろしいんですか、

それともある幾分か幅が要るんだと。向原が出せば、あるいは甲田が出

すかもわからん。あるいは吉田が出すかもわからん。こういった追っか

けごになるかもわからんと、こういうことをお尋ねしたんですよ。大体

のべつということはあるのか、ポイントで取り出せるのかといったよう

な内訳をお尋ねしたようなことです。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  まず、地域振興会で企画計画されたものが、当然事業として極めて大

きいものになってくるということは、あり得ることだろうというふうに

思います。そういったことにつきましては、振興会で母体となってやら

れるいうケースもございましょうし、市が実施主体になってハードであ

れば建設をし、それを地元の住民の皆さんが主体的に管理運営をなさっ

ていくという方法も考えられるだろうと思います。そういう意味では振

興会がどう言いますか、力量だけでやるものだけでなしに、幅広くその

地域の振興ということについて今からお考えいただくという状況にはな

るんではなかろうかというふうに思っております。 

次に、基金の問題でございますが、この基金は先ほど申し上げました

ように、いわゆる利息をもって運用するものでございますので、将来に

わたっては断言できませんけども、当面それを取り崩して、例えばある

地域の振興組織がこういう計画を作ってるので、その必要な一般財源を

その基金を取り崩して充てていこうという考え方はございません。当面

は、いわゆる利息を一般会計の中に入れまして、振興会の育成強化のた

めの経費に使っていくという考え方でございます。以上でございます。 

○亀 岡 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  亀岡委員。 

○亀 岡 委 員  申し上げますまでもなくですね、この合併後の数年予算審議でありま

して、これまでの旧6町でのこうした予算審議とはですね、それをやっ

てきたときとは、この審議をしていく背景というのが非常に違うと思う

んですよね。まずそうした提案者側のこれについての考えというのをで

すね、聞かせてもらうということが今、前者お二人の質疑の中にもです

ね、あっているというふうに思うわけですが、特に予算はご承知のよう

に会計年度独立の原則でありまして、ここに計上されている予算につい

てどのように考えているんかというのが原則というのは分かりますけど

も、先に言いましたように、合併をしてきたと、これから行政をやって

いくんだということの中からですね、この地域振興とか企画の運営とか

でございますのでですね、非常にこの時点でどう考えているんかという

のがですね、大変重要だと思うんですね。そういうことから考えますと、

今ございましたように、ちょっとこの直接計上されてる予算がどういう
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ふうに執行されていくんかというよりも、一般質問的なですね、考え方

で所見を聞かせてもらっとくいうのが非常に大事だと思うんですよね。

そういうことがありますので、これから本日の予算審議の中でですね、

前後はしましてもいろいろそういった点でご意見を求めると思いますが、

そのことはひとつ了解をしてもらいたいと思うんですね。 

それはそれとしまして、ここでですね、この自治振興組織によって、

これから地域づくりをやっていくんだということの大体の話は分かりま

すけどね、考え方はわかりますけども、実際にはこの地域のまとめた地

域課題がですね、具体的に実現していくまでの、どういいますか、それ

がどう運ばれていくんかと。道筋、順序ですね、ここのところが未だで

すね、はっきりわからない。わかったようでわからんのですね。そりゃ

あ地域のもんが、行政の皆さんと一緒になってですね、様々なことを地

域課題を掘り起こしたり、これがあるんだけど、どうしたらよかろうか

というようなことを協議していくと、それが大体まとまったら、どうい

うふうに解決していくんかという話になってくると。そこらのですね、

仕分けと言いますか、例えば行政がそれを、支援なり手がけていくわけ

でしょ。ですからひとつの施策としてそれが成り立っていくもんなら、

あるいは手がけていかにゃあいけんもんなら、施策としてそれを手がけ

ていく場合は、どこが、いつの時点でそれを具体的に取り組んでいくよ

うになるんかと。早く言えば途中でまちづくり委員会が出てきてですね、

受けて、それをそのままやったがええとか、やらんがええとかですね、

そこらで物事を仕分けして決めていくんか。やることになった時にゃあ、

地域の住民の負担があるんか、ないんか。行政がどこまでも責任持って

やるんかどうか。ここらのところがですね、はっきりせにゃあいけんと

思うんですね。この地域課題の解決の流れですよね。これは、どうなっ

て仕組みの上でいくんかというのはですね、まちづくり委員会もあれば、

地域の協議もある、いろいろある。そこらのところの筋道がですね、私

たちはわかったようでも、これ住民の皆さんに十分わかっていただける

ように、私たちも自信も確信も持って言えるですね、もっと分かりやす

いかたちでの、どう運ばれていくんかという筋道。ここのところを明ら

かにしてもらいたいと思うんですよね。 

ですから要するに、今回の合併によって新しくですね、取り組みを始

められた行政施策分野が、今回生まれてきたわけですね。これは全国的

にも、先般言いましたが、総務省もですね、合併後の自治体の仕事の中

にこういうかたちで物事を解決していかにゃいけんという大方針のもと

にですね、強力な指導を展開してきておるわけですよね。ですから、安

芸高田市は独自の姿勢でこれを取り組んでいくんだということですので、

全くこの通りになるんがいいとか悪いとか言うんじゃありませんけども、

そこらのところがですね、もっと住民に分かりやすい、私たちにも分か

りやすい、一つの自治課題がある、それをどういうふうにして解決に持

っていく行政の施策になるのか、ならんのか、なる場合はどういうふう
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に行政が責任を持ってやるんか、あるいは地域がどういうふうに取り組

まにゃいけんのんか。どこでそのことをやりますよ、やりませんよ、で

きますよ、できませんよというひとつの区分けをですね、いったいどこ

の時点でやられるんかということについて、もうちょっと分かりやすく

お願いしたいと思います。 

○児 玉 市 長  委員長。 

○井上(文)委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  私の方からお答えをしたいと思いますが、この地域振興会、住民の

自治組織、具体的には地域振興会という32、今出ておるわけでございま

すが、しかしこれは32に固定したことではないわけで、おそらく今から

やっていく内にですね、まだまだこれはおそらく減ることはないと思い

ますが、増えて、実態に則したものになっていくんではなかろうかと、

このように考えておるわけであります。しかし、今後具体論をやってい

く中でですね、特に我々が一番心配をするのは、何もかにも住民の声を

聞いてですね、｢はいそうですか｣｢これもやりましょう｣｢あれもやりま

しょう｣と、そがあなことをしよったんじゃあ、なんぼ金があっても足

らんということなんで、そこは一つの新しい市の方向付けをしながら、

その方向の中でそいじゃあこうやりましょう、こうやりましょうと、そ

ういう市自身がですね、やっぱりまちづくりの主体性を持った方向がな

ければですね、いけんと思います。これがまず根幹にあるということだ

ろうと思います。それに従って住民の皆さんがどのように考えてもらう

かと、こういうことであろうと思いますし、基本的には住民参加と情報

公開というのがやはり思想の基本にはあるということであります。今か

らの行政というのは、金もなくなってくる時代でありますので、したが

ってやはり住民参加と情報公開をしながら少ない予算の中で本当に住民

が望むものを実行していくという、そういうのがこの振興会の活動であ

ろうと、このように思うわけであります。それはやはり市の基本的な在

り方の方向と、それから情報公開と住民参加という基本線に則って、今

後の住民の振興会の活動があるべきというように思うわけで、振興会か

ら提案してきたものはですね、とんでもないものが出てくる、今から可

能性もあるというように思います。その時に｢はいそうですか、これも

やりましょう｣ということになっては、それは市の主体性というのはな

いわけでありまして、住民のいろんな論議の中で、莫大な金を必要とす

るものも出てくるかもわかりませんが、そういうものは、やはり状況、

状況によって、こっちが判断をしていかにゃいけんと、このように思う

わけであります。先ほども申し上げましたように、先般も亀岡議員さん

のご質問にも申し上げましたように、国もやはり今からは、こういう住

民参加の地域づくりというのが本流になけにゃいけんというのは、もう

時代の流れで、高度成長で莫大な金を投下して、ハードをやる時代も

段々段々過ぎてきたと、そういう時代の中でのそういう住民参加のソフ

トの面の充実ということでありますが、先ほど言いましたように、総務
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省の流れはちょっと変わってきたということで、いわゆる御上から任命

する区長制というのを考えてきたということなんです。これは私は総務

省の考え方はちょっとおかしいと。しかし我々安芸高田市としては、本

来の住民参加、あるべき姿として本当に自主性を持ったこの地域振興会

を育てていくというのが、本来のあり方だろうというように思って、合

併の段階でも二つの論議があったわけですが、やっぱり自ら汗を流す地

域振興会と行政が手を結んで地域づくりをするという、そういう方向が

一番望ましいんだということで、安芸高田市はそういう方向を今、出し

てきておる。こういうことは、先般申し上げたとおりでございまして、

やっぱり今おっしゃったように、行政がはっきりした方向性と主体性を

持って、これに対応せんとですね、点々バラバラな意見が出てきて、そ

れにきりきり回されてですね、結局住民参加の名の下にですね、バラバ

ラな行政になってくるという、こういうことがありますので、そこらは

特に注意をせにゃいけんと、このように考えて、これは私は基本的な考

え方であろうというように思います。具体論については、また担当部長、

担当課長の方から申し上げたいと思いますが。 

○井上(文)委員長  この際、11時10分まで休憩をいたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午前１０時５８分 休憩 

午前１１時１０分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

○井上(文)委員長  再開いたします。 

質疑はありませんか。 

○亀 岡 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  亀岡委員。 

○亀 岡 委 員  一日時間があるといいましても、12分の1のですね、発言時間が基本

的なんですけれども、引き続いてですね、今の点についてお伺いしたい

と思います。 

ご承知のようにこれまでは、その自治体、全地域における住民の皆さ

んの要望等についてもですね、あるいは一口にいいますと地域課題につ

いて行政としてですね、行政の住民に対する施策の公平性、これを踏ま

えてですね、行政の視点で発想も出されですね、予算措置もされてこら

れたと。その中にはですね、｢あんたがたのところはこういうことをや

らにゃあいけんじゃないか｣と。｢行政やろう思うとるんじゃがどうだろ

うかの｣という、行政の方からの計画を持ち込まれても、なかなかそこ

の地域住民のどう言いますか、理解や納得がいただけなくて、できなか

ったというようなことも、これは過去に十分あっとりますね。そういう

ところをですね、住民が自らのところをよくしていくと、地域をよくし

ていくということの立場からですね、行政の関係者の出かけていってい

ただいて、このやらにゃあいけんことをやりやすいようにですね、地域

としてその地ならしをやっていくというようなことにですね、そうはい
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いましてもいろいろ言われるが、どういったことに期待があるんだとい

うことが基本なのか。それともですね、今までは行政がそういう立場で

やってきたが、今度は行政がやろうとするのは、ある程度地域の住民の

あんたらの考えによってですね、あんたらの責任でこれから進めて行く

んだよと。それがあってこそ初めて行政はやりますよということの中で

ですね、どこまでもこれは行政が責任をもってやるんだということが、

きしゃっと、さっき市長の答弁の中にはそういうこともありましたんで

ですね、あんまりしつこくは言いませんけれども、そこのところはハッ

キリしておいていただきたいんですよね。それで、32現在あります自治

組織にしましてもですね、まだまだ増えてくるかもしれませんし、これ

に一斉にですね、そこのところが動きだしてきましたら、本当、市長も

言われましたんでくどいようですけども、地域課題が一斉に挙がってく

るいうことも予想できるんですね。そうした時に財政はこれまでよりは

ずっとこの地方行政の財政は厳しくなっとるのは言うまでもないですけ

れども、そうした中でですね、これを事業にしたり、解決課題に取り組

んでいこうとしますと、実は大変なことが予想されるわけでして、せっ

かく役場の職員も出かけてきてですね、協働という立場で地域課題を練

り上げて、出してみたが、なんとまちづくり委員会のところでパァにな

ったげなでと、あるいは行政があがあなことを言うても、わしらが結局

本気出してこの地域課題を出してきたが、どがあにもならんじゃないか

というようなことにもなりかねんのですね。これまでの地域づくり、自

治振興のですね、全国的ないろいろなそれはモデルにしてもケースがあ

りますがですね、やっぱり地域の住民が要望をですね、出してくる。そ

れを予算的な裏付けを行政がやってきておるわけなんですよね。ほとん

どが。中には例外なものもありますよ。行政の施策とか制度とかにまっ

たく関係のないかたちでですね、グループ活動が発展していったりなん

かして、そりゃあいろいろありますから一概には言うわけじゃあないん

ですが、この地域自治組織活動いうので取り上げていくのは、行政の制

度に乗せられるもの、そういうものはどちらかというとそれは行政の責

任でやっていくと。早く言えば、初めからやっていくんだという考え方、

ここをですね、住民にそこのところをこの際、政府の方針に似たような

かたちの流れになってですね、乗り換えていく。私流に言えばですね、

地方自治の民営化ですね、これになっちゃあいけないと思うんですよね。

だからそこはきしゃっとしておってもらってですね、早く言えばこの地

域自治組織の活動というのは、地域課題を掘り起こす、あるいは具体的

なものにまとめてはいくが、そこまでを住民さんはしっかり出してみて

くれよと。わしらだけじゃあ、なかなかそれは出にくいでと。だが、そ

こをですね、そっから先のことはですね、そうはいうても行政施策、国、

県の補助金やなんかに乗せられるものは、乗せられる。単独町費でやら

なきゃいけないものはいろいろある。だが、そこの趣旨は、選択は行政

の責任でやらせてくれと、いろいろあろうが。だからせっかく作っても



 127

らっても、どがあもならんこともあるよと。まとめてもろうた課題がで

すね。いうふうなところのですね、基本的なところはやっぱり住民の皆

さんにですね、この地域づくりのひとつのきしゃっとした方針の中にで

すね、ハッキリとしといてもらわにゃあですね、こりゃあ大変夢を持た

すようなかたちでですね、新しい取り組みとして自治振興課がこれから

活動していかれてもですね、なかなか住民との間に、本当に思いが噛み

合うたかたちでいけるのかどうか。私は大変ここらがですね、重要な要

になると思うんですね。私ばっかり言うとってもいけませんので、そう

いったことについてね、もう一度ですね、そこのところをきしゃっとし

ておいていただきたい。 

とりわけ、協働とか、連携とかいうことはですね、施政方針の中でも

ですね、市長さんにおいては強調されておりますので、そこらがどの程

度役場の職員さんが来てですね、一緒になって、協働でこの課題解決の

方向へ参画し合うてですね、やっていただくんならそこらの段階で、

｢これはつまりませんよ｣と。そういうのは。早く言えば行政の制度には

乗りませんよと、いうようなかたちになっていくのか。良うても悪うて

も、そんなことは気にせんこうにですね、とにかく組み立てようじゃな

いということになっていくのか。あんまり高度な表現や言い方でなくっ

てですね、本当に住民の立場、私たちの立場でわかりやすくですね、こ

とをですね、基本的に一つの仕組みとしてですね、こうなっていくんよ

ということを示してもらいたいと思うんですよね。そういうことです。 

○児 玉 市 長  委員長。 

○井上(文)委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  再度同じことを申し上げるようになろうかと思いますが、やはり先ほ

どおっしゃるように、行政がやはりきしゃっとした方針、主体性を持っ

たですね、臨まんと、｢何でもええけえ、ひとつ言うつかあさい。でき

るものはやりますけえ｣というような住民組織へ行って投げかけをする

とですね、先ほどおっしゃったような問題が起こってくるというように

思います。もちろんいろんな意見は出てくると思いますが、出てきた中

で、これは将来のまちづくりについてやっぱり必要なもんかどうかとい

う判断はですね、行政がせにゃあいけんと。住民の皆さんというのは、

どっちかいうと本当に地域という狭い範囲内でものを考えられるという

ようなこともありますんで、例えば学校の廃校跡を合併特例債で住民の

振興会の基地にしていくという方針が出ておりますが、それじゃあ当初

合併前の計画のように、学校をひっくり返して1億も1億5,000万もかけ

てですね、そこにまた新しい拠点をつくることが、本当にいいことかど

うかという、これは合併建設計画の中にあるんじゃけえ、やらにゃあい

けんというそういうものがですね、今後とも出てくる可能性があると思

います。その時に行政が主体性を持って、｢いや、そうじゃあありませ

ん。ここはこの程度のものでもええと。近くに大きなんがあるじゃああ

りませんか｣と、そういうようなやっぱり主体性を持ってですね、指導
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をしていかにゃいけんと、このように思うわけでありまして、それとも

う一つは、今までとかく行政はあまり住民のことを聞かずに町長の立候

補の時の公約じゃけえいうて、ポンポンと行政主体でハードを作って行

った傾向もありますが、結局安芸高田市内にはないと思うんですが、よ

その例を見ますと、｢あれは町長が作る言うたんじゃけえ、後は町がど

があかするよ｣というようなことで、結局住民のために作ったものがで

すね、やっぱり住民のために利用されとらんと。やっぱり計画の段階か

らですね、住民が参画をして、間取りまで住民に検討をさせてですね、

本当に使いやすいものを作るという、これがやっぱり住民参加の方法だ

ろうと。できたものは、今度は自分らのものだと言うて、皆さんが自主

運営をしてくれると、こういうことが、そういう今までの住民参加がな

かった、そういうものを今回の住民自治組織で参加をしてもらおうと、

こういうのが一つの狙い。できたものは、住民参加して作ったもんなら、

自分らが作ったものだという自分らの意識があるから、本当に今後、有

効にこれを使うてもらえると、これが地域興しに繋がると、こういうこ

とになるんではなかろうかと、このように思います。 

職員が参加、主体性を持って住民の中へ、特に地域振興課を中心にし

て入っていくと。やっぱり元々はやっぱり本当に住民の主体性を持った

動きが私は一番望ましいと思うんですが、しかしもう時間的にも間に合

わんという、早く軌道へ乗せにゃいけんという問題があるんで、これは

ある程度一番情報を持ったその職員がですね、ご相談に応じていくとい

うのが一番ええと思います。ですから、こういうものを作りたいんじゃ

いうことになると、行政は情報を伝えて、こういうものにはこういう補

助事業がありますというようないろいろな情報を伝えて、いいものを作

っていくということですね。 

それともう一つは、今からの職員というのは、今までの、今までもそ

うじゃあなかったんですが、とかく役場の殻の中へ収まってですね、そ

れで仕事をすりゃあええという時代ではないんで、やはり職員が住民の

中へ入っていって、住民がどういうニーズを今持っておられるかという

ことを肌で感じながら仕事をするという、そのことが大事だろうと思い

ます。そのことがやはり地域振興会の中でそれぞれ職員が中へ入ってい

ってご相談に応じるということが、職員の意識改革に、私は一番近道だ

ろうと、このように。講師を呼んできて講演したり、研修するよりか、

やっぱり現地で鍛えるという方が私は一番職員教育には最適だと。これ

はやっぱりひとつの職員に対する大きな効果だろうと、このように考え

ておりますんで。 

それと、それぞれ地域振興会にはなかなか理想的な地域振興会を作る

というのは難しい。どうしてもやっぱりお祭りとか、体育行事とか、そ

ういうものからまず入っていくのが中心に。さらにそれを抜け出して、

先ほど自治振興部長が言いましたように、地域経営までその地域振興会

が入って行けば、なお一層、それこそ理想であるということです。地域
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経営というのは、要するに自分たちで地域のものを、例えば川根地域で

やっておりますように、振興会が店を経営するとかですね、ガソリンス

タンドを経営するとか、それから振興会が全部中山間地の補助金を持っ

とって、要所要所へ、ここを橋をちょっと直さんといけんとか、ここは

山をちいと整備せにゃあいけんとか、そういうものまで振興会がやって

いけば、これは一つの地域経営じゃなかろうかというように思うわけで

ございますが、そこまでいくのはなかなか難しいし、よっぽどリーダー

のいいのがおらんとですね、できないということがあります。最終的に

は地域振興会が地域経営までいくという、それと役場がうまく手を結ぶ

ということであろうというように思うわけであります。基本的にはそう

いうような方向でやっていきたいというように思いますんで、議員おっ

しゃるとおりの方向ということになろうかと思います。 

○金 行 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  金行委員。 

○金 行 委 員  非常に合併しまして苦慮された予算であったと思います。このページ

で43ページなんですが、トータル的なことではありますが、企画費のい

ろんな企画会の中の当初市長が申されておるハード面でいろいろ今から

出てくると思います。まず、ハード面のほうで第2庁舎の整備、それか

ら文化施設、葬斎場等々上がっております。市長が言われるように、い

ろいろな当初のようにいろいろ複合的なことも考えてやらにゃあいけん

いうことも言っておられます。そこらを振興部長どのように考えておら

れるのか、今から実施設計ですか。計画設計実質いう予算も組んでおら

れます、そこらをどういうふうに考えておられるかということを1点と、

今市長が言われたように、焦らにゃあいけんのですが、焦らずに確実に

ものを作っていかにゃあいけん、これが今、今年の計画段階、一番の基

礎になると思うんですよ。そこらをどう考えておられるか、それを1点

お聞きします。 

また、今再々自治振興のことで、いろいろ出ております。トータル的

には川根のように立派なとこまで自治振興いうのがいっております。そ

れに基準を合わされたら、各そこまでいってないとこが、どだいに人間

はいい方へいい方へ頭へ持ってくるんですが、あこ言うたらその取り残

されるとこが、そこらを大事にやっていかにゃいけん。慎重にやってい

く。将来は市長が言われたように将来はそこまでの店でも持って帰るぐ

らいのあるかしりませんが、当初は今発足したとこですから、そこらを

自治振興課として指導、またここにもなんぼも出ておる予算がまちづく

り委員会とか、自治振興委員とか、何名かの予算が出されていますけど

も、慎重にやって、やらなくてはならないと思います。そこらをどう考

えておられるのか、その2点をお聞きしたいと思います。以上でござい

ます。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 
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○田丸自治振興部長  庁舎といわゆる文化ホール等々につきましては、予算書にありますよ

うに、庁舎については実施設計というかたちでしておりますし、さらに

いわゆるホールにつきましては基本計画を策定するというかたちでの予

算化をしております。今回の定例会におきまして市長の方から状況によ

れば庁舎と文化ホールの統合ということも検討のまな板に乗るのではな

いかということがございましたけども、私たちとしましたら、まずは第

2庁舎の第1候補とされている地点の諸々の条件等々を早急に整理をさせ

ていただきまして、それで当然財政的な問題、それから着工までの工期

の問題等々も課題がございますので、そういったことを含めて議論でき

る環境を早急に作りたい。市長が申しておりますように、9月の定例会

までには一定の方向ができるような、そういう環境ですよね、私のとこ

ろはつくることだというふうに理解をしております。そういった意味で、

確かに合併特例債のことを考えますと、この10年の早い段階で整備をす

る必要がございますけども、将来禍根が残らないようなかたちで十分な

議論ができるような環境を作っていきたいというふうに思っているとこ

ろであります。 

次に振興会の問題でありますけども、私どもの課長が申しましたよう

に、つい最近できた振興会から、何十年という、まさに地域経営そのも

のになっている振興会等まで非常に多様でございます。そういう意味で

は私どものところは、まずは、いわゆる自治振興課としては一定の水準

まで早くそれぞれの振興会を引き揚げていく育成強化をしていくという

ことが、大きなポイントになるというふうに考えております。そのため

にも、本庁にも地域振興課がございますけども、各支所に地域振興課が

ございますので、そこらの職員と共々ですね、いわゆるどれだけ地域に

出てきていけるかいうところが、今からの私たちの1年間の活動のポイ

ントであろうというふうに思っております。そういうことで、支所の地

域振興課と連携を取りながら、まずはそこらの立ち上がったところを強

力に支援をしていきたいというように思っております。以上でございま

す。 

○田 中 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  田中委員委員。 

○田 中 委 員  はい。今の自治振興のことについて、1点お尋ねしたいことはですね、

今32ほど立ち上がっているということでございますが、まだまだこれは

先で増える可能性があるだろうということがありました。まだ、各町で

この地域は網掛けがしてないというか、私はもう高宮町なら高宮町全戸

数が、どこかの振興会へ網掛けでなっているかなと思っておりましたが、

まだまだ増えるというようなお答えでお話しがありましたけども、まだ

全然組織が立ち上がってないというところがあるのかどうかということ

と、この6町で八千代の場合は4つの振興会がこの間産声を上げて、まだ

よちよち歩きのところなんですが、他の5町について、川根のことはよ

く聞かせていただいてるんですが、あとのところの今までの経過的なこ
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とをちょっとお尋ねいたします。 

それと、今の庁舎等のハード面のことをお尋ねしますけども、今、こ

この企画課の企画の方では企画費、いわゆる自治振興部の方が所管され

ておるのはいわゆるコンペを云々というようなことがありました。です

から、そうしたところまでやられるということは、いわゆる場所の決定

から、いわゆる設計段階までがこちらになるんか。それから先、今度入

札へかけるのは財政課でしたか、事務分掌ではそういうようなことが書

いてありました。ですから今度はそこへいって建設になると、今度はど

こへいく。今度はいわゆる斎場やなんか使うとなると、市民部の方で使

われるんでしょうが、そうした完成までの所管の流れについて、ひとつ

お尋ねしたいと思います。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  はい。それではまず地域振興会に関わりますことにつきましては、自

治振興課長の方からご説明を申し上げます。 

次の庁舎の関係等々でございますが、一応こうした大きな重点的なプ

ロジェクトにつきましては、プロジェクトチームを組んで事業を執行し

ていくということを、ご確認をいただいております。例えば庁舎でござ

いますと、当然私どもの自治振興部の中でいいますと、企画課が当初の

いわゆるコンペ等々については担当をしてもらいますんで、企画課。そ

れから契約ということになりますと財政課。それから今度は建設で実施

設計をし、そして工事を執行していくというところは建設課でございま

すし、当然、あとの庁舎の管理等々とくれば管財課というところもござ

いますし、さらに総体的には総務課も関わってくる必要があると思いま

す。そのような関係の部、課でプロジェクトチームを組みまして、そし

て当初の段階からそのチームで連携を取りながら進めていく。ただ、そ

の局面、局面での主管が企画課であったり、財政課であったりするとい

うふうな流れで進めていけばというふうに思っております。ただ、全体

のコントロールと言いますか、それにつきましては企画課が全体をみて

いくというかたちでプロジェクトチームは運営していくという方向にな

るようにしております。以上でございます。 

○小田自治振興課長  委員長。 

○井上(文)委員長  小田自治振興課長 

○小田自治振興課長  それでは、最初に地域振興会が現在32組織をされているということで、

まだその振興会組織が未組織の地域があるかという一つの問い合わせで

ありますが、この32の組織については全市を網羅した組織ということに

なっております。どの地域においてもこの振興会組織ということが、現

在立ち上がっているという状況でございます。さらに、将来的にこの振

興会組織というものの数が変動するのかというお尋ねでございますけど

も、この振興会の構成をしとる世帯数で申し上げますと、50弱の世帯数

から2,000を越える世帯数の振興会組織というのが実態としてございま



 132

す。その振興会の活動を展開される中で、将来的にその地域経営という

ことで、先ほど出ましたけども、その地域を経営していく最低限の組織

というのが、どの程度で維持ができるか。将来的にそれを有効に地域の

住民の方々が使っていくといいますか、そういった活動の母体としての

一定規模というのが、将来的にその活動をする中で、適正な規模にとい

うことも将来的には考えられるのではないかという視点で、若干の変動

があるのではないかと。それは、発展的に変動をしていくということで

あれば、いいのかなということで考えております。 

それから、現在の32ございます振興会組織の状況でございますけども、

それぞれ各町において振興会組織が現在できております。吉田町では4

組織、それから八千代町では4組織、それから美土里町では4組織、高宮

町では8組織、甲田町では3組織、向原町では9組織ということで、32の

振興会組織ということで、現在立ち上がっておりまして、それの活動連

携であるとか、意見集約という役割を持ちますそれぞれの旧町単位での

連合組織というのが、それぞれ1つずつ、6つ出来上がっているという状

況でございます。先ほど申し上げましたが、その振興会それぞれその活

動の熟度なり、その設置をしてその歴史等はかなり大きな差というんで

すか、そういった活動の熟度の多様さというのはあるということでござ

います。以上です。 

○高 下 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  高下委員 

○高 下 委 員  はい、高下でございます。まず、43ページの企画費のところでですね、

節の区分で工事請負費というのがございます。これの説明欄でですね、

テレビ放送難視聴解消施設整備事業費がですね、費の位置がどうだろう

かのと思うわけですが、上に上がった方がちょっと読み良いんじゃなか

ろうかというように思います。 

それから、先程来ずっと話がありますように、総合文化施設福祉保健

施設整備事業、それと第2庁舎整備事業、もう1つは葬斎場の施設整備事

業、この3つのことにつきましてはこれまでに一般質問もございました

し、それぞれ町長さんも微に細に説明をしてこられました。今日もそう

いった話が出ておるわけでございますが、これはもう私の思いといたし

ましては、合併協議会の中で一つの項目として協議なされておりますし、

それも6町の方々が認めておられます。そういった意味では、やはり庁

舎につきましては新しい第2庁舎につきましては、ご存知のように3つの

課がですね、外部へ、外へ出ておるということも、これは非常にロス的

な面で不便な面があると、私は常に思うわけであります。本庁、ここと

の連絡事項が常にあると思いますが、それぞれ自動車で来たり、あるい

は自転車で来たりということは、大変無駄な時間を費やしているという

ように思うわけでありますんで、できるだけ早くこれは建設してですね、

やはり全部がこの敷地内におっていただくというのが我々としても町民

といたしましても便利のいいこともございます。そういった意味で、早
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急に作って欲しいというように思いますし、さらにホールと葬斎場、こ

れにつきましてはいろいろ議論があった中でございますが、やはりやる

とすればですね、ぜひとも｢安かろう、良かろう｣ということで、｢安か

ろう、悪かろう｣でなしに、やっぱり｢安かろう、良かろう｣ということ

での方向で努力していただきたいというように思います。それでなくて

もこの庁舎の管理費がですね、1億3,516万2,000円も現在予算を組んで

あります。そういった意味で新しくできましたら、さらにこの上に管理

費というものが重なってくるわけでございますし、当然、市民の負担に

も影響してくるわけでございますんで、できるだけ安く、市長さんもそ

のようにおっしゃっております。セットでやれば、安くつくであろうと

いうようなこともございますんで、最善の努力をされてですね、安く良

いものを作っていただくというようにお願いしときますし、さらに土地

の問題もありましょう。ここは、そうは申しましても安芸高田市の中心

部でございますんで、特等地といったようなこともございます。そうい

った意味では相当土地代も借るにしても買うにしても、高価なものにな

ろうかと思います。そういうところもしっかりお願いをしてですね、で

きるだけ安く良いものをつくっていただくいうように、切に希望してお

ります。 

それから自治組織の問題でございますが、これも当然議論されてきた

わけでございますが、川根の例を皆さんがおっしゃるわけでございます

が、川根は大水害によりまして、その時に川根はこれじゃあなくなって

しまうということで、村民がですね、こぞって建設業者を含めてこれじ

ゃあいけんでということで川根を立て直そうじゃないかということで、

始まって、それから行政もそこに手を入れられて、今の川根というもの

が立派な土地柄になっております。振興会もそういう意味では立派な振

興会でございます。 

それともう1点、これまで話しが浮上しておらないわけでございます

が、房後にですね、麦の会というのがあるわけでございますが、これは

最初は飲む会ということで、しょっちゅう月に1回ないし2回は寄って何

をしとるんだろうかと思って覗いてみますと、常に酒が流れた、酒を飲

んでいるというような状況でございまして、その時に私は｢飲むばっか

りが能じゃないで｣と、｢何か考えや｣ということを申しました。それか

らそのことによって、そうじゃなかったんでしょうが、｢これは飲んで

ばっかりおったんじゃいけんで、今度はひとつ地域のために頑張ろうじ

ゃないかと、ええ考えを出そうじゃないか｣という発想のもとにですね、

それが段々と地域のためになり、地域のイベントなり、あるいはいろい

ろな行事をそれらが自ら買って出てですね、地域の盛り上がりをしたと

いう経緯もございます。そういう意味ではこの安芸高田市に32の会が誕

生しておるということでございます。まず、行政とどうのこうのと、当

然あるわけでございますが、それは大変なことでございます。今、市長

さんもおっしゃったように。あれもこれもという課題が出ますと、どう
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にもこうにもならんようになる。全然構わんわけにもいかず、構ようり

ゃあきりがないというようなこともございますんで、まずですね、地域

づくりが大事なんじゃないかと思います。これまで先人たちが作り上げ

た地域でありますんで、例えば新年会、あるいはとんど、そして田植え

をすれば代みて、あるいは夏祭り、盆踊り、そして秋祭り、収穫祭、そ

して忘年会、これで1年を括るわけでございますが、そういったソフト

な行事といいますか、そういったものをまず地域が振興会組織でやって

いくということが大切ではなかろうかと。そういうことで、地域の人間

関係ができましたら、それからまた考えが変わってくるというように思

います。今いきなりそれじゃあ行政が指導してどうこういいますと、大

変なことになりますんで、そういう意味では地域でソフト事業をまず完

全にやっていき、人間関係を構築していくということの指導を、まずし

ていただきたいというように思います。次は次の問題として、新しくで

きてきますし、そのソフト事業にですね、それぞれ町の職員さんも各地

域におられるはずなんで、その職員さんがですね、いろいろ飲んだり、

あるいはイベントをするのに支度をしたりというような中でですね、手

伝っていけばいろんなまた話がそこで出るはずなんです。それをまとも

に受けてですね、役場へ職務に就かれたらいろいろこういう話があった

でということを課長さん、あるいは部長さんにお伝えし、さらに部長会

議の中で、またこれは大事なことよのということがございましたら市長

に進言なされていろいろ事業をやっていくということが一番手近な問題

ではなかろうかというように思いますんで、そういった指導を自治振興

部の方でしていただきたいというように思いますが、そこらについての

ご所見を伺いたいと思います。以上でございます。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  まず、43ページの予算書にありましたテレビ云々で事業費の費が下に

落ちておりますけども、これはたぶん電算のいわゆる枠の中に納めるこ

とがありますんで、それが改行になったんだろうというように思います

が、それについてはまたチェックをさせていただきたいというふうに思

います。なるべく読みやすい編集を心がけるようにしていきたいという

ふうに思います。 

それから庁舎建設、ホール、葬斎場等につきまして、いわゆる事業の

具体化に向けてのご要望なりご指摘をいただきました。議員ご指摘のと

おりでございまして、｢安かろう悪かろう｣というわけにはいきませんの

で、心して事務の執行に努めて参りたいというふうに思います。 

それから麦の会等を例に、いわゆる地域振興会のまず最初の出だしの

とこと言いますか、そこら辺り貴重なご意見をいただきました。役場の

職員が係って飲んでばっかりいうことにはならないだろうというふうに

思いますが、まずはソフトのところで市長先ほど申しましたようにお祭

りであるとか、地域のイベント等を重ねながら住民のいわゆる懇親を深
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めていけば、わりあいスムーズにいくんではなかろうかというふうに考

えておりますので、そのようなかたちでこれは毎月1回支所の地域振興

課の課長さんとの会議も行って、連携も取って進めておりますので、そ

ういったことをお話しをしながらですね、ともに進めていきたいという

ふうに思っております。 

○山 﨑 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  山﨑委員 

○山 﨑 委 員  自治組織についてちょっとお伺いします。自治組織については自立し

てもう立派にやっていけるところ、脆弱な今生まれたところ、こういっ

た自治組織があると思います。先ほど自治振興課長も申されましたよう

に、そういった自治組織の中でも大小があると。例えば所帯数にして50、

最小のもの、そして最大の方へ行きますと2,000の所帯数。こういった

とこに予算の割り当ての問題をちょっと見てみますと、ページ44ページ

のとこの地域振興支援ですか、そういったとこで旧町あたり400万かけ

の6、これで2,400万ですか、それから何か特別事情の関係で300かけの6

町で1,800万、こういうような割り当てがありましたけども、従来の考

え方をいつまでひこずって考えるんですかと。というのは、郡の中の町

村単位のまとまりの中であればこれで結構でしょう。しかし今は安芸高

田市、合併しております。そうすると、根拠は人口なり、所帯なり、こ

ういったことも配慮に入れて予算割り当て、あるいは地域振興のために

施策として動くことが必要だと、こう思うわけです。というのは、合併

前においてそれぞれの自治振興会に旧町の、合併前ですから旧町の段階

でそれぞれのところに基本金としていくらか置かれとるところもあるや

に聞いておる。そういったところの潤沢に持ってるところ、持っていな

いところ等々あります。そういったとこも精査しながら、旧町の単位の

物事の考え方で予算の割り当てをしないでいただきたい。これについて

の見解を求めます。 

○小田自治振興課長  委員長。 

○井上(文)委員長  小田自治振興課長 

○小田自治振興課長  それでは、現在の状況も踏まえてでございますけども、議員ご質問の

ように実質旧町単位において、それぞれの地域において、その地域振興

と住民自治というのを振興し、そういった住民組織の育成をしていこう

ということで、この400万、各町ごとの400万と、それからさらに地域活

動をするという意欲あるものをフォローするということで300万につい

て予算化をさせていただいておりますけども、これについては合併協議

の中で、それぞれの地域の中でその400万、またさらにその300万を有効

活用しながら住民自治活動を展開をしていくということで、配分をさせ

ていただいてるものでございます。議員がおっしゃるようなかたちで地

域振興をする中で、世帯割、または人口割であるとか、地域によっては

その大きな団体、または小さな団体、それらがあろうかと思いますけど

も、やはりその金額の使い方、それの生きたお金にするということであ
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れば、多少その人口割、または世帯割というのは配慮をするべきような

ことが出てくるかもわかりませんけども、まずその組織そのものを充実

した住民活動を定着するという意味で、その300または400万のお金を十

分に活用して、生きたお金として使っていただきたいということで、そ

れを配分してるという状況でございます。 

○山 﨑 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  山﨑委員 

○山 﨑 委 員  説明の時はきちっとしてそういうふうに答えられるでしょう。ただし、

これはいつまで続けるんですかという問題なんです。というのは、自治

組織をつくって育成するのは誰も反対しません。過去合併の準備でこう

いう話をしてきたからこういうふうにやってきようると、それも反対は

しません。しかし、これはいつまで続けるんですか。お金には限界があ

る、あるいは自治組織が自立してきちっとしてできたことまで金を出さ

んにゃいけんのですか。とういうのは、補助金はカットしていくんでし

ょう。こういったものがいつ頃まで予算を、そういう目安を立てていか

れるんですかと。それが今現在そういう根底もなしに付けておけば、役

所仕事いうのはね、前年度を習ってやっていくことが多々とあるわけで

すよ。そういったものをないようにきちっと市民の税金、あるいは他町

の国民の税金が入ってきてるわけです。そういった中で、やはりいつま

でたっても旧町単位でどうのこうのいえば、問題は市民に対しての公平

感、これは一つはないわけですよね。しかし合併では仕方がないよと、

これで済むでしょう。だけどもどっかでこれをやらなきゃいけない。バ

ランスを取らなきゃいけない。そういった考えがあるのかないのか。も

うこれはレールを引いてですね、いきますと、合併はやはり合併特例債

やなんかのことでお金の流れやなんかを聞くと、向こう10年間の中に急

傾斜していくわけですよね。そういったものを含めてどこらの辺でこう

いうところを整理していくんですかという問題なんです。そこらをお聞

きしたいんですよ。今回は今回としてわかりましたと申し上げますけど

ね、今後の問題があるわけです。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  委員ご指摘の点、実は2点あるだろうというふうに思います。いわゆ

る旧町単位で当然、人口も世帯数も大きく違う、それが均一にですね、

配分をされる、それの公平性ということ、こういう考え方をいつまで続

けていくのかということと、それからある意味ではこうした地域振興会

に対する補助金そのものですね、いつまで続けていくのかということの

2点が実はあったんではなかろうかというふうに考えておりますけども、

今の段階では当面の間というかたちでご理解をいただければというふう

に思います。と、申しますのも正直申し上げまして、まだ立ち上がった

ばかりのとこがあったり、まだ極めて活動量の多いとこもあったりしま

すので、先ほど申し上げましたように、まずはある程度のラインにそう
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いった自治組織をですね、やはり引き揚げていくということがございま

すんで、そういった意味ではある程度のいろいろ活動量だけでなしに、

また人口、世帯だけでなしに、配慮させていただいたかたちでやはり組

織を育成強化するということも必要だろうというふうに思いますので、

当面の間、こういうかたちということで、ご理解をいただきたいと思い

ます。ただこのことは、この補助金が未来永劫にわたって続くという、

あると、存在するということもないでございましょうし、そういった意

味ではいずれかの時点で合理的なかたち、またそれぞれの振興組織の活

動の実態等に合わせながら整理をしてくるということも、当然起こり得

るだろうと思っております。以上でございます。 

○井上(文)委員長  暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後０時００分 休憩 

午後１時００分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

○井上(文)委員長  再開いたします。 

質疑はありませんか。 

○明 木 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  明木委員。 

○明 木 委 員  先ほどからいろいろとまちづくり委員会とか、情報公開とかいろい

ろ出ておりますけど、市長における協働のまちづくりという根本にです

ね、市長の方からもお話しがありましたように、情報公開、それから住

民主体というのを基本にこれからの市づくりをやっていくという話があ

りました。その中でですね、やはりまず情報公開ということを取り上げ

ると、情報の共有化というのが非常に大切なことだと思われます。これ

までのですね、情報公開のあり方については非常に住民に対してですね、

遅く情報が遅れて伝わってたというのがあると思うんですよね。例えば、

今こういう財政難の中にあってどういう計画が行われているという続報

がですね、どこまで伝わってるかというのは、非常に、どこまでが住民

に伝わってるかというのが非常に不安なとこがあります。特にですね、

広報紙等、またホームページ等でいろいろ情報公開というふうにされて

ますけど、それは本当に見る人が少ないわけですね。その情報公開のや

り方について、やはりもっとですね、有線等を使ってやることが望まれ

るんですけど、有線についても既に老朽化して使い物にならないところ

も出てきてます。また、有線の行ってないところ、八千代、向原につい

ては防災無線等で情報を送るというふうにされてますけど、この情報公

開に当って一般質問でも行いましたけども、情報インフラ、高度情報化

社会における情報インフラの整備がですね、非常に望まれるものではな

いかと思われます。今回の予算の中にも、ネットワーク経費というのが

あります。この中にそれに対する企画と整備にあたっての調査研究費等

が入ってるのかどうか、そこをまず確認いたします。 
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それから、住民主体ということにつきまして、今回の提案されてる中

に、まちづくり委員会があります。先日も答弁を求めましたけど、地域

振興会を主体としたまちづくり委員会準備委員会を作っていくというこ

とがありましたけど、この地域振興会の今の役員等につきましては、や

はり男性中心のものが多いんではないかというふうに感じられます。や

はり、地域振興会に委ねるという答弁をいただきましたけど、これから

の社会における委員会等についてはですね、やはり男女共同参画に基づ

いてですね、女性の割合が多い、特にこの安芸高田市の中においては、

女性の起用もどんどんどんどん進めるべきじゃないかと思います。また、

年齢層についてもですね、地域振興会においては高齢者、または中年者

の方々が多いわけです。まちづくりにおいて、やはり将来のまちをつく

っていくんであれば、若い人材の起用も必要じゃないかと思われますけ

ども、その辺りはどのようにお考えか、お伺いいたします。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  まず、情報関係につきましては、担当の課長の方から答弁をさせたい

というふうに思います。 

もう1点、住民主体のまちづくりということ、市長が先ほど答弁しま

したけども、それに伴っていわゆる地域振興組織を主体としたですね、

メンバーによってまちづくり委員会が形成されるということでのご質問

でございますけども、確かに現在の段階では地域振興会等では男性が中

心のメンバーになってますし、さらには中高年の人が多いということで

ございます。したがいまして、当面の準備委員会については、ある程度

の構成において、どうしてもそういった傾向が出てくるだろうと。市長

が申しましたように、そういった場にも是非それぞれの連合会の中にお

いてもですね、そういった女性、また若い人を出していただくようなお

願いはしていきたいというふうには思いますが、構成上どうしても多い

ということは考えますけども、準備委員会での議論の中では、議員ご指

摘のとおり、女性でありますとか、または若い人のですね、意見をやは

りそういった中に入れていくということは必要だろうというふうに判断

しておりますので、そこらあたりでのしっかりと議論をまずはしていた

だきたいというふうに、私の方では考えております。以上でございます。 

○武岡企画課長  委員長。 

○井上(文)委員長  武岡企画課長 

○武岡企画課長  ただ今の情報化の共有の関係につきまして、お答えを申し上げます。

現在、私どもの企画課の方では、ホームページの開設、また広報紙あき

たかたの発刊を行っておるとこでございます。安芸高田市の公式のホー

ムページといたしましては、現在立ち上げておりまして、今朝ほど見ま

すと既に11万6,360件のアクセスがございました。この4ヵ月の間にです

ね、そのように多くの方に関心を持って見ていただいておるというよう

に認識をいたしております。しかしながら、このホームページの中にも



 139

ですね、まだ未掲載の部分もございまして、各課の方にこのホームペー

ジの担当をそれぞれ貼り付けておりまして、各課のですね、情報を速や

かにホームページに載せて、市民の皆様の方にご提供していきたいとい

うように考えておるとこでございます。ただ、先ほど委員ご指摘のよう

に、ホームページとかですね、広報紙がどこまで実際に安芸高田市の市

民の皆様に見ていただいておるんかということは、いささかそういう懸

念もあるわけでございます。特にですね、高齢者の方がホームページを

実際に見ておられるというのは、いささかちょっと私も心配なとこでご

ざいますが、広報紙にあたりましてはですね、やはりこれが市とですね、

市民の皆様を繋ぐ重要な情報のですね、伝達手段というように考えてお

ります。特に私ども今、編集に当ってですね、多くの市民の皆様にこの

広報紙の中に登場いただいて、やはり紙面作りですね、参加をいただく

というような考え方も基本に持っております。いずれにいたしましても、

貴重なですね、情報伝達手段の一つでございますので、一層この編集に

向けてはですね、努力をしていきたいというように考えております。 

それと、先ほどございましたように、高田郡農協の有線放送につきま

しては、八千代町、向原町以外の町の方でですね、活用しておるわけで

ございます。また、八千代、向原につきましてはですね、防災無線の活

用でございますが、こういったものをですね、活用して、市民の皆様に

災害情報等についてもですね、伝達をしておるとこでございますが、ご

承知いただきますように、非常に老朽化もしておるということでござい

ますし、また、現在情報化社会がですね、今、著しく進展している中で、

ＡＤＳＬのですね、これは広く普及して参りましたが、一部本市におき

ましてもですね、こういったＡＤＳＬが使えないという地域もございま

す。いずれにいたしましても今後情報委員からのですね、整備につきま

しては、整備手法、また運営手法も検討いたしまして、総合的に検討を

して参りたいと、今年はそのようなかたちの中でですね、調査費も計上

いたしておるとこでございます。 

○明 木 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  明木委員。 

○明 木 委 員  情報インフラの整備ということで、ＡＤＳＬ等の整備をしていただく

ということで話もありましたけど、是非ですね、インフラ整備について

はこれから市内全域をですね、カバーできるインフラを作って、ＩＰ電

話にしていただいて、すべての家庭がですね、電話料がかからないよう

な魅力あるまちづくりをしていただきたいと思います。 

何かそういう特色ある市をつくっていくことが、これから大切じゃな

いかなというふうに思います。それはやはり若者定住にも繋がり、産業

振興、農業振興等にも繋がってくる、一番大切な基盤づくりではないか

と思いますんで、この取り組みを是非ですね、早急にしていただきたい。

そうしないと、この市が本当に過疎が進んでしまう。農業施策において

もですね、すでにインターネット販売というのが既に行われているわけ
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です。どんどんどんどんそういうところでも拡大していくようなかたち

を取るためには、この情報インフラというのが非常に大事なところだと

思います。そこのところについては、予算の方にでもどんどん計上して

いただいてですね、取り組んでいただくようにお願いするとこでござい

ます。 

また、先ほどから住民自治という話で、これは住民主体を基本にした

ですね、考え方において、住民自治組織というのを基本としたまちづく

りというのは考えられてますけど、これに非常に関わってくるところが

支所機能です。支所の充実っていうのが非常に求められているところで、

先ほどから答弁を聞いておりましても、支所と連携を取っていくという

ことが何度も答弁の中に行われています。その中でですね、今ある実態

としまして、住民がですね、支所で行われる行政的なサービス、95％以

上が支所で完結をしてしますというのがあると考えられます。本所に来

る必要がないというのが、まずあります。そういう中でですね、住民対

応ばっかりやっている支所において、今の人員では対応ができないんじ

ゃないかというように考えられます。もう少し支所の充実を行うために

は、人員を配置をしていただいて、やはり今大事なことは住民自治と行

政がもっと密着してやれる、この安芸高田市協働のまちづくりではない

かと考えます。それにおいてやはり人づくり、人間関係が一番の大事な

ところだと思われます。それを行うためには、やはり支所にそういう人

間関係が作れるような体制、充実をさせることが大事じゃないかなとい

うふうに考えます。そのためには、もっと人員をですね、配置していた

だくなり、人間の職員の教育等も必要だと思います。その辺りについて

どのようにお考えか、お伺いいたします。 

支所の充実ということになれば、やはりここの吉田支所というのが非

常に住民サービスについて住民に不便を感じさせるというところだと思

います。ここの支所機能を充実させるに当っては、第2庁舎の今建設計

画がありますけども、第2庁舎を建設するまでに、以前にですね、やは

り支所機能を充実させるというために、吉田支所というのを設けていた

だきたい。そうすることによって、住民への不便さも解決できるでしょ

うし、また職員への負担も減ると考えられます。その点についてどのよ

うにお考えか、お伺いいたします。 

○児 玉 市 長  委員長。 

○井上(文)委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  この問題につきましては、総合的な問題でございますので私の方から

お答えをさせていただきたいと思います。支所機能の充実というのは明

木議員おっしゃるとおり、大事なことでございます。ここ合併をしてか

ら4ヵ月あまり、我々のところはこれというて大きな問題は、どうも出

てきておらんのじゃないかと。まずまず住民との対応というのはですね、

窓口ではできておるんじゃなかろうかと思うんです。このように今まで

受け取っておるわけでございます。合併というのは一つは合理化の大き



 141

な目的があるわけでございまして、合理化、人件費の削減、それと、支

所、本所、本庁の機能をどのようにするか、総合的に考えてこにゃあい

けんので、人件費の削減という見地からも考えんにゃいけん。また、住

民の利便性ということからも考えなきゃいけんという、双方で総合的に

考えながら、一番いい方法を探るというのが今後のあり方であろうと思

います。そういうことで、まだ4ヵ月しか経っておりませんので実際や

っていきながらどこに改善の余地があるか、こういうことは十分お説の

とおり改善をしていかにゃいけんと、このように考えております。 

吉田支所の問題につきましては、これは合併協議の中でいろいろ論議

を呼んだ問題でございますが、本庁のあるところへ、改めてまた吉田担

当の支所を設けるというのは理想ではありますが、ちょっと人員の点か

ら言うてもロスが出てくるんじゃなかろうかと、合併の合理化というこ

とからいえば、現在やっとるような方法で吉田の住民のみなさんにはご

不便がかからんような方法が取れるんじゃないだろうかということで、

こういう方法にさせてもらって、直接吉田町の窓口というのは自治振興

部の中にあります地域振興課を窓口にしてやっていこうと、こういうこ

とで組織を整備したと、こういうことでございますので、これも実際や

ってきながら、状況は見極めをする必要があろうと思いますが、吉田支

所については、いろいろ論議の末の現在の方向になったと、こういうこ

とでございます。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  はい。地域の情報化に関わりますインフラ整備につきましては、私の

方からお答えをさせていただきたいというふうに思います。委員ご指摘

のとおり、急激に地域の情報化が進んでおりますので、そういった意味

では情報過疎ということにならないように、早急に課長が申しましたよ

うに整備手法、運営手法等々について整理をしていきたいというふうに

考えております。以上でございます。 

○明 木 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  明木委員。 

○明 木 委 員  それではちょっと観点を変えて質問させていただきます。 

企画という部門でですね、実際に今後将来的な住民サービスというこ

とでですね、いろんなことが考えられると思います。確かに行政サービ

スも必要です。しかしながら、行政が今後どのように新市の市民に対し

てですね、サービスを展開していくかというところについて、どのよう

にお考えなのか、まず1点。 

それから、それに基づいて、やはり財政というものが必要になります。

今の考え方である補助金とかですね、交付金をあてにして運営していく

のが限界があると思います。やはり三位一体の改革が進めていく中で、

市におけるですね、税収の拡大、若しくは企業的なことを考える方向で

ですね、税収なり等の拡大を考える必要があろうかと思いますけども、
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企画において言われましたけど、建設計画等の企画についてはやはり企

画部門はこれから担当していくんだという話だったので、この件につい

てまず伺います。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  暫時休憩をお願いします。 

○井上(文)委員長  暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後１時２０分 休憩 

午後１時２０分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

○井上(文)委員長  再開をいたします。 

○明 木 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  明木委員。 

○明 木 委 員  今後の将来的なサービスということはですね、どういうことかという

とですね、例えば、今、安芸郡府中町においてですね、これは参画共同

によって計画をされてますけど、太陽光を利用した発電をダイヤモンド

シティの上ですべて完備するという計画で、今、各大学で一緒になって

動いてます。それでですね、町の電源を確保できないかとかですね、ま

た、街灯についてもすべて太陽電池等のものを作って行っていくという

発想をやられてます。やはりこれから考えられるのは、燃料電池の活用、

それをどのようにやっていくか、やっぱりコアジェネレーションのです

ね、活用をしていけば、住民へもしかしたら電気代が要らない安芸高田

市になるかもしれない。そんなことをですね、もう少し考えながら建設

計画をやっていただければ、本当に将来的にですね、財政負担が来るわ

けです。それまでにそういうような環境整備をもっと進めていきたいと

思いますけど、その辺りどのようにお考えか、住民サービスの観点にお

いてお伺いいたします。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  極めて先進的といいますか、なことについてですね、問題意識、関心

をお持ちのようでございますけども、現在の合併をした段階ということ

であれば、当然、市民の皆さんに夢を与え、希望が湧くような事業展開

等も、当然考えていくべきだろうというふうには思いますけども、まず

は、当面は建設計画に基づいて、つまり6町合意をされた中身はござい

ますので、当分の間はこの計画に基づいて、この計画をいかに確実、着

実に実施をするかという観点での、いわゆる実施計画等の策定というも

のを、まずは考えていきたいというふうに考えております。当然、先ほ

どご質問がございました、地域の情報化等々の問題にいたしましても、

現在の段階でこういった公の場でお話しすることはできませんけれども、

私たち職員、また市長さんを含めそうでありますけども、それなりの問
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題意識は、当然持っておりますので、そういった意味では段階的に、ま

たご提案もできるのではなかろうかというふうに思っております。 

次に財政の運営につきましては、私の所管するところではございませ

んけども、やはりこの安芸高田市の中で、いわゆる当面をですね、生み

出していくのかと、こういう構造がない限り、地域の活性化というのは

基本的にはありませんし、税収の安定もないということは、当然ありま

す。そういった意味で、今回市長の方から農畜産物の加工処理施設とい

うふうなことで緊急の調査をするようにしておりますけども、私たちが

持っております、いわゆる潜在的な地域の力というものをどういうふう

に活用していくか。とりわけ広島市に隣接しているという、この地理的

条件等をどのように活用していくかというのは、私たち企画の力が試さ

れる分野であろうという認識をしております。いずれにしましてもそう

いった方向の中で今から建設計画、実施計画等の局面で知恵を出してい

きたいと思います。また、議員の皆さん方からもそういうことがござい

ましたら、是非ご知恵をいただきたいというふうに思います。 

○亀 岡 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  亀岡委員。 

○亀 岡 委 員  この支所機能の問題が、今ちょっと出ておりますんで、ちょっと私見

を述べてみたいと思うんですが、ご承知のようにですね、本当は合併し

ましてまだわずかな期間でございますし、私の思いではですね、この支

所機能というのはもう少し住民との関係において、どうこの問題がです

ね、関係がこれから推移していくのか、そういった点をですね、もう少

し見極めて、やっぱり対応されるんがいいんじゃないかと。先ほど市長

の方からもご意見がありましたが、今、総務省が進めておる地域自治区

のようにですね、私はなっていきがちだと思うんですよね。早い話が支

所に予算を持たしていくというようなかたちにですね、具体的にこれが

なっていきますと、これはまったく自治区になってくると思うんですよ

ね。今の総務省が言っている。そういうことはこの安芸高田市において

適切な方向なんかどうか。こういったことについてはですね、やっぱり

今少し期間を持ってですね、どのように言われとるんか、この支所機能

の充実、中身ははっきりせんのですが、今実際に支所の運営をやってい

く中で、住民の皆さんがどういうふうに実感をしておられるのか、どう

いうふうに現状を受け止めておられるんかといったようなことがありま

すのでね、少し期間をおいて、またしっかり議論をしていくという方向

で行かれたらいいんじゃないかと思うんですね。これについてどう思わ

れるか。私はやっぱりですね、いかにこの支所の現在ある機能がですね、

行政からいえば機構でしょうけども、そこが的確にその所管内に起きて

くる要望事項について、これを本所と一体となってですね、そのことを

的確に伝えて実現を図っていくということが十分できればですね、これ

はそれなりの役割は果たしていけるんじゃないかと。支所機能としての

使命はできていくんじゃないかというふうに思うんですね。それが一つ
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で、そのことについてどう考えられるか、お伺いしますと同時に、今合

併をしましてですね、本当に大切なことは市民が一体感、市民の一体感

をどう醸成していくんかということですね。これは非常にこれからの地

域づくりに大切だと思うんですね。その一体感とは私は市民の中にです

ね、一体感をつくろうじゃないかということでできるもんじゃないと思

うんですよね。市民がどこの地域に住んでいても、本当に安芸高田市が

合併したことによってできた、そこの市民であるという実感ですね、こ

の実感を市民が持つようなやはりこれは行政展開ですよね。これちょっ

と話がこれまでのことに立ち返るようですが、一つの例として挙げてみ

ますが、先般来、消防署の分署の件が出ましたね。これらを取ってみま

すとね、救急の場合にここにある消防署のですね、救急体制の及ぶ範囲

内に住んでおられる住民の方と、そうはいかんのだと、50分も60分も時

間がかかるというようなところに住んでいる人との中にはですね、自ず

から一体感はないんですよね。ですから、行政がそのことを解決し、吉

田に住んでいようが、島根県の側に住んでいようがですね、安芸高田市

の市民としては同じなんだという、住民のですね、本当に実感の中から

一体感というのは生まれてくると、そういうふうなことになるような、

やっぱり市政を展開していかにゃいけんと思うんですね。ひとつそうい

ったことについてですね、改めてお伺いをしてみたいと思うんですね。

そのためにはですね、やはりこれまでそれぞれ特徴を持ってやってきた、

いわゆる旧6町の地域づくり、これは行政の展開ですけども、そこには

この施策によってですね、優劣を辛苦をしとるとこもあれば、そうでな

いとこもありますが、その凹凸をですね、どのようにして早く平準化を

図ってくか。これは、これからの地域づくりに向ける行政の大事な視点

じゃないかと思うんですよね。そのことによって安芸高田市の市民であ

るという本当の実感が、私は湧いてくると。そこの中からですね、さら

に住みよい地域づくりに向けての住民のですね、知恵や視点や観点が、

それから出てくると思うんですよね。やっぱり大事なことはですね、そ

れは行政がそういった行政でなければできないところに努力をする。政

治のありがたいところはですね、個人や力の弱いところにはできないこ

とをですね、政治によって実現していくという、これが政治の大事なと

こなんですよね。ですから私は先般来、ちょっと話が大きくなりますけ

ども、この地域づくりのね、本当に住民から、市民から求められる地域

づくりとは何なんかと、そこに果たす行政の役割ということについてね、

もう一度言ってみたいんですが、先般の一般質問ではありましたが、市

長の見解が様々なかたちでこの分署についても求められましたね。私は

何もこれを短兵急に考えなくても合併をしたという大きな背景を元にで

すね、前に向かって市長はこのことだけはどうしてもやっていくんだと、

方法はさまざまあろうが、やっていく気でおるということをですね、実

は明言をしていただきたかったですね。今回の議会の大事なところはで

すね、私はここにあると思うんです。あこでどうも財政の問題でどうも
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はっきりは言い切れんと。検討せんにゃあいけんたあ思うが、言い切れ

んという市長の言葉ではですね、その当該地域に住んどる住民としては

ですね、失望感に繋がる、あるいは前途に危機感を感じるわけですよね。

何もすぐ、今年、来年にやる言うんじゃないしにでもね、すべての建設

計画が本来はですね、政府のマニュアルじゃないが、10年間はやっぱり

見据えたかたちでやりなさいというのは、合併についての示された方向

だったんですよね。ただ、主要事業については5年間で仕上げようじゃ

ないかと、これは特例債に対する不安感やいろんな財政上の諸般の都合

からですね、そういう方向が打ち出されておると。我が市においてです

ね。ですが、思いは堂々とですね、一番目標とし、目的にされとること

をですね、堂々と述べてもらいたい。私はこの議会に課せられたですね、

市長さんのそれがですね、一番大事なとこじゃないかと思ってますけど、

やっぱり市民の一体感は、私としてはですね、行政施策がいかに公平性

を持ってですね、隅々まで行政でなければできないという、これをやっ

ていくところにあると、こういうふうに思うんですよね。このことにつ

いて、ご意見を承りたいと、このように思います。 

○児 玉 市 長  委員長。 

○井上(文)委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  ちょっと問題が大きくなりましたんで、私の方から答えさせていただ

きたいと思います。支所機能の問題、それから合併して一体感の問題、

そこら総合的な問題であろうかというように思うわけでございます。合

併の論議を協議会の中でいろいろする中でですね、支所機能の問題もず

いぶん論議をされてきたわけであります。しかし、実際に誰も合併しと

うてした者は1人も今おらんわけでございます。できることなら今まで

の町の方が一番住み心地が良かった。役場へ行けば顔見知りの職員もお

るし、若い者はここの息子じゃいうのがすぐわかるようになっとるし、

そういう本当に身近な役場であったと。しかも難しい問題でもそれぞれ

の町に助役、町長、収入役、教育長の4役がおれば、即決でものが片づ

く場合もあったと、こういうことで、やはりものが小さければ小さいほ

ど、やっぱりどういいますか、即決というものができて、コミュニティ

もあるし、いいという、それは行政の場合でも言えると思うんですよね。

しかし、やはり時代の流れの中で、もうここらで合併せざるをえんとい

う、皆さんが決断をされたと。それはやはり財政の合理化であり、分権

に対応する力を養うと、こういうことが大きな目標であったと思うわけ

です。したがって、人口3万5,000あまりの市の場合は、やっぱり市役所

にものを集中して、それぞれの手足になる支所がですね、うまく動けば

住民のあまりご不便はないんじゃなかろうかと。3万5,000の市で、そり

ゃあ東京都のような大きなもの、あるいは人口3、40万のとこなら、そ

れぞれ市役所の支所をですね、かなり人を配置していうこともありまし

ょうが、3万5,000ならある程度支所が皆さんの窓口として対応でき、あ

とは本庁に集中しとくというのが、一番いいあり方ではなかろうかと、
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このように思うわけで、その点については合併してあんまり住民のみな

さんからですね、大きな不満は出ておらないようです。農協のことを申

し上げて失礼ですが、農協が30年前に合併をしたときに、ずいぶん地域

エゴといいますか、それぞれ旧合併前の農協のエゴいうのもが、もう何

年もこれが解消できなかったと、こういう経験があるわけでございます

が、現在は案外本当に4ヵ月経ってもですね、それぞれの旧町のエゴが、

議員の皆さんが非常にそういう点では認識をしておられて、ありがたい

と思うんですが、議会でも案外そういうものが出てこん。それから、市

民の中にもそういうエゴがあまり出てこんというのは、やっぱり市民の

皆さんも、もう時代の流れを認識をされておるんじゃなかろうかと、こ

のように思うわけでございまして、支所をどういうように充実するかと

いうのは、当面の皆さんの日常の業務について、町民が不便を被るよう

なことがあってはいけんということ。それから、一体感を持つためには、

ぞれぞれの地域が振興会を中心にして意見が言えるようなシステムをつ

くっていくと、こういうことが大事だろうと思いますし、時間的に分駐

所の問題に出ておりますように、やっぱり命に関わる問題についての不

公平といいますか、そういう問題については当然考えていかにゃいけん

問題と思いますが、今議会の中でいろいろご意見を聞かせていただきな

がら、そこらの判断をしていく必要があろうと、このように思うわけで

ございまして、議会でも町長にはっきりした答弁というご指摘がござい

ましたが、これほど大事な問題については、やはり十分議会の皆さんと

も協議をしながら、本当に合併して良かったなあと、一つでも言える部

分が出てくる必要があるんじゃなかろうかということも、我々も考えて

おるわけでございますが、十分協議をしていきたいというように思いま

す。 

○亀 岡 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  亀岡委員。 

○亀 岡 委 員  もう少しこれに付け加えて申し上げておきたいと思います。昨日でし

たか、市長におかれては、支所長はですね、従来の町長は組合長の意気

込みでやってくれということを、やって欲しいということを申し上げて

おりました。まったく当然そういうことでありまして、そのことに何ら

異論はありません。そのとおりだと思います。ただですね、皆さん先般

来いろいろ支所機能についてのご意見もございましたが、具体的にはそ

こがどのようなかたちにというのが、なかなか聞けなかったわけですが、

私はですね、さっきから言いますように、当分今の行き方でですね、今

市長も言われましたように、まったく私同じ意見でございます。確認を

させてもらったような格好ですが、支所長はですね、そこに300万円の

決裁権、従来からの町長は最小規模の美土里町でもですね、当初予算34、

5億の行政規模でございましたし、ならば同じような役割を果たすこと

はできないわけですね。ですから今の支所機能というものは、先も言い

ましたが、やはり支所長がですね、本当に町長のような気持ちで、組合
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長のような気持ちでですね、いかに実地に場所におってですね、その守

備範囲の実状実態の中から出てくる住民要求を的確に本庁の方へ持って

いってですね、取り次いで、本所で一緒に協議をして、それを実際に実

現と言いますか、要望だったら実現に努めていくと。これならですね、

私はこれが本当の今進められている支所機能のやり方であってですね、

それより以上のことを今ですね、いろいろやってみるというのも、実は

いささか早計に過ぎる面もあると思うんですよね。ですから、当分これ

でいってですね、そこの中で住民の声と支所の諸氏がですね、職員の諸

氏がそこで実際の現場で考えて、こうでなけにゃあならんという線が出

たならばですね、それはしっかり吸収して、改善に向けて努力をしてい

ただきたい。当面はやっぱりですね、的確に物事を支所長が本庁へ取り

次いで、同じ役職の立場を踏まえてきしゃっと対応していうという、あ

んまりですね、高尚にガタガタこれを考えていかにゃいけんいうのなし

にですね、本当にサラッとした考え方で私は当面進んでいっていただき

たいと、そういうふうに思いますので、今の市民としての実感を通して

の一体感というのはですね、やっぱりこれは行政の役割を強調したわけ

でございますが、市長もそのような方向でおられるようでございますの

で、以上のようなところで終えておきたいと思います。 

○明 木 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  明木委員。 

○明 木 委 員  今回のですね、43ページなんですけど、予算書のですね、総合文化福

祉施設整備事業費及び葬斎場の施設整備事業費ということで、委員会を

設けてるということだったですけど、その中には女性の割合がどれくら

いあるんでしょうか。まず、それを1点お伺いするのと、先ほどの答弁

の中で、極めて先進的な考えということだったんですけど、確かにです

ね、そういう考え方がこれから必要じゃないかと思うんです。今この現

代社会においてですね、非常にダイナミックで、かつ非常に早いスピー

ドで時代は変化してます。もっともっとですね、私が言ったことはです

ね、飛躍的にしたような考え方のような考え方に言われたんですけど、

先進的な考え方を持って、是非企画をしてもらわないと、これからので

すね、新市の建設はうまくいかないんじゃないかと思うんで、一つその

点について答弁をお願いします。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  総合文化福祉センター等の建設にあたりましては、当然住民の皆さん

方のお考えなり、ご要望をお聞きするということで、検討委員会等の設

置ということが考えられております。これへの委員につきましては、議

員ご指摘のとおり、女性、若い人ということも含めてですね、当然検討

させていただきたいというふうに思います。現在の段階でどのような構

成になるということは、決定をしておりません。 

それから、先進的な考えで企画ということでございますが、当然でご
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ざいますので、そのようなかたちで私たちも取り組みをさせていただき

たいというふうに思います。 

○佐々木委員  委員長。 

○井上(文)委員長  佐々木委員 

○佐々木委員  私も先ほどの亀岡委員の関連性でございますが、現在支所長権限と

いうことが300万と、こういうことになっておりますが、この権限につ

いて、即決裁権があるのかないかを一つお尋ねをいたします。 

それから、もう1点ですね、いろいろとこの前から話しが出ておりま

すが、支所の権限というものがですね、先日でしたかね、市長さんが元

の町長、先ほどお話しが出ておりましたが、執権を持ってやってもらい

たいということをおっしゃっておられましたが、その権限がないとね、

越権行為というのは今、できない、難しいということがあるし、しては

ならないことです。いうことがありましてね、ここにありますような企

画の面からも、あるいは今非常に多取り組んでおりますが、地域振興の

事業拠点作りの問題とか、いろんな事業がたくさんありますよね、これ

は一応その地域にあります支所、これが一番詳しいわけですよ。先ほど

市長さんが言われましたように支所には顔見知りもおるし、あこの親類

の子じゃとか、ここの子じゃとか、そこまで分かっておるという人が大

体多いわけなんです。ということもあってですね、地域の相談にいくの

はやっぱり支所ですよ。一番。この本所いうものは、なかなか来にくい

ものだと思いますよ。便利も悪いし、遠いもあるし。いうことでですね、

私が思うのにはですね、もう少し、支所長の権限も大きくして、それか

らもう1点はですね、予算の立案ですよね、これは必ず支所の所長さん

をね、入れるべきじゃないかと。当然入れて、その立案に加わってもら

うと。それからその支所、その地域に対する意見も十分取り入れた上で

ね、予算を立てるということから始まっていただいたらどうかと、この

ように、今考えますが、ひとつこれからの方針をお願いしたいと思いま

す。 

○児 玉 市 長  委員長。 

○井上(文)委員長  児玉市長。 

○児 玉 市 長  支所長の権限の問題については、300万を含めて総務部長の方から答

弁をいたしますが、当然、支所長も予算を組む場合は相談に入れていき

たいと、このように考えておりますし、これは部長でございますので当

然入ってくるというように考えておりますし、支所長会議でもこの間で

も、いろいろ話をしたんですが、いろいろ課題が出て、その都度来るわ

けでございますが、その時にはもうお互いに合併前から知り尽くした仲

の部長同士でございますので、すぐ連絡を取り合うてですね、やっぱり

虚心坦懐に話をすりゃあですね、すぐ解決する問題もたくさんあると思

いますが、これはうちの権限でないけえ、知らんという、投げられると

ちょっと問題、行き場がないなって、問題がこじれるということもあり

ますが、こういうことがきとるんじゃが、これはどがあにいすりゃあえ
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えかということを、お互いに虚心坦懐に協議をするという、そこらの姿

勢があれば、問題は案外スムースに解決するというように私は考えてお

るところでございます。 

○新川総務部長  委員長。 

○井上(文)委員長  新川総務部長 

○新川総務部長  決裁の関係になろうかと思いますが、各支所長さんにおかれましては

300万、本所の部長の決裁も300万の1決裁の支出における問題というの

がございます。そういう状況の中で、予算の執行というかたちになろう

かと思いますが、今回の予算のこうした編成につきましても、当然旧町

のですね、いろんな継続事業の予算の積み上げ方、各部を通してですね、

各支所の方から積み上げの段階で上げていただいとるとこでございます。

そういう状況でないと、旧今までやられておりました予算の継続事業に

してもですね、その明確なかたちや数字は本市だけでは当然出てきませ

んので、各支所の方の各課を対象とさせていただいてですね、予算の積

み上げを各部ごとで整理をさせていただいて、今回の予算編成をさせて

いただいとるとこでございます。ただ、いろいろな今後のこうした支所

組織の中で、予算を執行していくことになりませば、当然各部からの配

当予算のあり方、また公共工事の発注の方法、そういう状況もですね、

現在決裁のかたちの中で公共工事の執行につきましても今総務部の管財

課の方で整理をさせていただいておりますので、スムーズにいくような

かたちの中で今後整理をさせていただきたいと思っております。よろし

くお願いをいたします。 

○玉 川 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  玉川委員 

○玉 川 委 員  具体的なことでちょっとご質問させていただきます。1点は施政方針

の中には広域火葬場とありますし、予算書の方には葬斎場施設の整備事

業とありますが、火葬場か、葬斎場でいろいろ検討をすすめているのか、

これはどっちの言葉を信じたらいいのか、それをお聞きしたいと思いま

す。 

それから2点目に、第2庁舎の整備事業ですが、これは予算的に総額の

額が市政の方針演説の中にありましたが、大体収容人員、どれぐらいを

想定されたもので、今計画をされてるのか、その基本を教えてもらいた

い。 

3点は、交通対策費ですが、これは本議会でも説明がありましたが、

幹線道路というものの位置づけは、支所と本庁との連絡を幹線と見なす

と。そしてそれは営業バスを、備北、芸陽、こういう営業交通機関を利

用するというような説明がありましたが、私は向原町ですが、向原から

現在吉田に来る路線は、非常に遠回りをしておりまして、利用する市民

が約営業路線で計算しますと5割ぐらい運賃の負担増になっているわけ

です。これは過去の6町がそれぞれ助成してた時の問題は、いろいろ聞

かせてもらいましたが、安芸高田市として一本化した以上、この点の具
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体的な見直しは今回の1億500万の計上されてる中に配慮されてるのかど

うか。この点をお聞きしたいと思います。以上です。 

○井上(文)委員長  暫時休憩いたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後１時５４分 休憩 

午後１時５４分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

○井上(文)委員長  再開をいたします。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  状況によりまして、広域火葬場という表現があったり、また私どもの

とこでは葬斎場という表現を使っているということで、どちらなんだと

いうことでございますが、まずこれはそれぞれの関係の部所で最終的に

は整理をさせていただきたいというふうに思っておりますけども、私た

ちが使っております葬斎場という概念の中には、葬儀をする場と、葬式

をする場があるという意味で葬斎場ということばを使わせていただいて

おります。これは連合の時代からこういうふうな考えを持って進めてお

りますので、そういう言葉を使ってるということでございます。先ほど

申しましたように、最終的には当然行政用語になりますので、統一をし

ていきたいというふうに考えております。 

次に第2庁舎の職員の数でございますが、合併前に、いわゆる第2庁舎

をどのような規模になるのかということで、概算の構想というふうなか

たちでの計画を作らさせていただきました。その時点では253名という

職員の数でございます。当然、この数は、今からの組織のあり方、また

は市長からもありましたように、県の権限移譲の状況等によっては、今

後少し変わってくる可能性もありますので、実際の基本計画、実施計画

いう段階になりますと、そこらを勘案した数字で再度整理をする必要が

あるだろうというふうに考えております。概算の事業費で申しました段

階では、253という数字を使っておるとこでございます。 

それから、交通対策の関係で、幹線を各支所から本所というふうに規

定をしたということでございますが、基本的にはということで、そのよ

うに申し上げたわけでございまして、状況によっては支所の以遠から出

発をしてくるということは考えられることだろうというふうに思ってお

ります。そういった意味で、今の段階で本所のある位置から支所のある

位置にいくということではございませんので、ご理解をお願いしたいと

思います。 

それから、議員ご指摘のバスの路線の関係は、いわゆる向原からこち

らの吉田へ来る途中で吉田口方面ですね、まわってくるということであ

ろうと思います。実際まっすぐここの峠越えをしてくると、極めて近く

て早いということだったと思います。この問題につきましては、向原町

の時代からいわゆる生活交通バスを確保するということで、高田郡の協
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議会を設けておりましたので、その場でも議論があり、またバス会社と

の何回かの交渉もあったというふうにお聞きをしております。その結果

につきましては、私のとこに現在資料がございませんけども、いずれに

しましても幹線をどのように構築するかということの中で、当然支所の

方からも問題意識として議題として上がっていくんではなかろうかとい

うふうに思っております。以上であります。 

○井上(文)委員長  この際、14時10分まで休憩をいたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後１時５８分 休憩 

午後２時１０分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

○井上(文)委員長  再開いたします。 

○加 藤 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  加藤委員。 

○加 藤 委 員  はい。質問となかばお願いということも含めてお伺いいたします。新

市の建設計画の大きな柱であります、パートナーシップによる協働のま

ちづくりということで、合併前、建設計画が発表されまして、それが新

市でどのように反映されるんかなというふうに、大変関心を持って見て

おったわけなんですが、新しく自治振興部というのを本所に設けられて、

各支所にですね、地域振興課を配置されて、このことに対してやろうと

いう気持ちがすごく感じ取れるわけです。ただ、そういうかたちだけで

なしにですね、予算面においても基金として33億円積み立てるような計

画もできておりますし、各32の振興会にもう支援もされるようになって

おるんですが、そのためにですね、施政方針演説にも出ておりましたけ

ども、早急に地域振興会組織の確立というのはうたわれておったと思う

んです。今までいろいろと話が出ておりましたが、何十年の歴史、実績

のあるとこと、つい最近できたとこと、いろいろありまして、どういう

んですか、組織力いいますか、自治能力というものはバラバラだと思う

んです。私も地域で振興会の役をさせていただきまして、3年前にでき

たんですが、10ヵ月余りかけてですね、設立の準備をして、3年前にや

っと設立をしたんですが、そういう経験からいきますとですね、組織を

つくるのは簡単なんです。ところが生きた組織をつくろうと思うとです

ね、どうしてもそこに住んでおる人の自治意識ですよね、これが高まっ

てこんとなかなか前に進まんということがあるわけです。現実につい近

年までバブル時代が弾けて、ちょっとバブル時代を経験しましてですね、

そういう時代は地域の住民が行政に対して、ちょっと何か言えばすぐや

ってくれるし、別に言わんでもやってくれたということを経験してきと

るわけですよ。まだ今、行政におんぶに抱っこでですね、十分間に合っ

ておったわけなんですが、これからはそうはいかんということで、こう

いった行政としてもそういう組織を新しくつくって力を入れておられる

んだろうというふうに思うとりますし、時代の流れとしてやむを得ずそ
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うせざるを得んというふうに感じるわけなんですが、住民自治組織の確

立のやり方ですね、やり方についてですね、具体的な方法を聞きたいと

思うんです。まずその1点をお願いします。 

○小田自治振興課長  委員長。 

○井上(文)委員長  小田自治振興課長。 

○小田自治振興課長  お答えをいたします。ただ今、委員のご質問でございます。組織の活

動の熟度というのは、先ほど委員がおっしゃるように、やはりその地域

の歴史、またはその組織の背景等によっても大きく異なってきていると

考えております。やはりそこに基本的にはそこに住む人が、そこの地域

の中でどのように住むかと、そのやっぱり住み方いうのをそこに住む人

が考えていくということが、やはり基本になるのではないかと考えてお

ります。やはり気持ちよく地域の中で住むためには、じゃあどういう地

域課題があるか、またはその地域課題というのをどのように解決をして

いくのかということを踏まえた上での、日常の住民の方々の行動という

のが充実していくことが必要と考えております。その中で、やはり住民

の方々が、築くということがまずは必要になろうかと思います。それと、

築いたことをきちっと施策に反映していくための行政のこの支援なり、

サポートということが必要であろうかと考えております。具体なものと

して今年度事業の中に予算化をさせていただいとるのは、財政的な支援

としての、先ほど申し上げました活動助成金というのがございます。さ

らには、人的な支援というかたちで地域振興推進員という制度を設けて、

様々な地域の活動内容について、また組織の運営について、ご指導なり

を支援をしていくという体制を設けているということでございます。や

はり基本的に、地域が地域の中でどのように生活をするかということを、

まずそこに住む住民の方々が築き行動するということが大切でございま

す。そういったかたちを行政としてもきちっと支援をし、それから場合

によっては仕掛けていくというかたちが必要だと思います。 

それは、地域振興会それぞれの背景なり、その組織の形態等が様々な

多様な状況でございますので、その振興会の状況に合わせた支援活動な

り、サポートというのが必要だと考えております。以上です。 

○加 藤 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  加藤委員。 

○加 藤 委 員  言われることは、まったくそのとおりなんですよ。それに対して反

論することはまったくないわけなんですが、おっしゃるように安芸高田

市と申しましても地域によってはいろいろ事情は違いますので、それは

それでここの自治組織が努力してその実状に合ったことから取り組んで、

できることから取り組んでいくというのが第一だと思います。そのため

には出身の行政の職員もですね、しっかり入り込んでくれて、支援をし

てくれるということも必要だと思うんですが、もう一つですね、どうい

うんですか、ＰＲと申しますかね、例えば振興会の役員がですね、同じ

ことを100遍言うんとですね、市長さんがその場にこられて1回言うんと
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であったらですね、案外市長さんの言われることが住民の気持ちの中に

スッと入っていくことが多いと思うんですよ。市長が、児玉さんが市長

に当選された翌日の新聞だったと思うんですが、自治組織の確立という

こともいろいろと喋っておられまして、32の振興会へ全部顔を出してい

ろいろと話をするんだというようなことを、チラッと出とったと思うん

です。これはすごい力の入れようだなというふうに思っとったんですが、

最近は、地域連合会ですかね、6つあります。そこへ出かけていって話

をしたいと。ちょっとトーンダウンになっとると思うんです。そりゃあ

32の自治会へですね、出て行っていろいろ話をするいうのは、これは一

応言われたと思うんですが、なかなか難しいと思うんですよ。だけど、

必要があればですね、1振興会へでも出てきて話をしてもらいたいし、

それから自治振興部の部長さんにも気軽にですね、来ていろいろ話をし

ていただきたいと思うんですが、その点、質問いうよりか、お願いにな

るんですが、どんなもんでしょうか。 

○増 元 助 役  委員長。 

○井上(文)委員長  増元助役。 

○増 元 助 役  助役でございます。ただ今市長がおりませんから、私が代わりまして

お答えをさせていただきますが、市長の方にもですね、32の振興会へ出

かけて行ってお話しをさせていただきたいという気持ちは重々持ってお

ります。要請があればですね、気軽に出て行かせていただきたいという

ことをこの間も申しておりました。具体的にもう1地域からも要望があ

りまして、その時に助役なり、担当部長なり、一緒に出かけて行こうと

いうことを思っております。そういうふうにしていきますと、地域の要

望に応じてですね、問題もある程度整理していただきながら、要請があ

れば出かけて行かせていただくということにさせていただきたいと思い

ますし、こちらから強制的にでかけていくということが、果たしていい

のかどうかということもありますので、そこらは計画的にやっていきた

いと。ただ、早急に今のパートナーシップのまちづくりなり、市として

の姿勢をお話しをさせていただきたいという面では旧町単位の6つの連

合会ですか、そこには計画的に早急の内に、予算が確定いたしまして、

早急の内にお話しといいますか、市としても初めての話し合いというこ

とにもなりますので、この春には行政嘱託員の皆様との協議がございま

したが、パートナーシップのまちづくりということで、地域振興会との

まちづくりを今からやっていこうということでございますから、予算編

成、あるいは議会が終了いたしましたらですね、その方針も含めて話を

させていただきたいということで、今、計画を立てております。 

○加 藤 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  加藤委員。 

○加 藤 委 員  おそらくそういうふうにやってもらえるんではないかなというふうに

は想像をしながら質問させていただいたんですが、実際のですね、自治

会の活動というのは、地域の支所にあります地域振興会ですよね、とか、
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本所も含めた中で話を進めていけばいいと思うんです。ところが、そこ

に住んでいる住民の意識を高めるためにはですね、やはり市長さんなり、

部長さんなり、助役さんがですね、出て行って、いろいろ住民自治組織

の大切さと必要なんだよと、こういうわけで必要なんだよということを

ですね、しっかりＰＲをしてもらいたいと思うんです。今、周辺部では

ですね、空き家も多いですし、老人の二人暮らしとか一人暮らしもおら

れますし、若い人はほとんど誰もいないぐらいどっかへ勤めに出とられ

るわけなんですよ。そういった中で自治活動をやろうと思うと、いろい

ろ問題もあるんですが、ただ、そういう意識がですね、あれば、会議は

夜でもできますし、行事は日曜日、土曜日でもできますし、大体今のと

ころは年間の消化行事いいますか、今まで地区地区でやりよったものを

まとめてやったりとかいうかたちのことが多いんですが、これからは新

しい事業に取り組んでいくためには、やっぱりそこに住んでいる人の理

解が必要ですし、そのためにはですね、そういった市長あたりの後押し

があってですね、自治意識の認識がですね、高めてもらいたいと。役員

ばっかりが出て行って、バタバタバタバタしてもですね、なかなかかた

ちだけのもので終わるわけなんです。本当に根付いた振興会活動をしよ

うと思うと、やっぱり市上げてですね、言葉だけでなしに実際に出向い

ていって、いろいろ指導をしてもらうというのが一番効果があると思う

んで、その点ひとつよろしくお願いいたします。 

○井上(文)委員長  答弁は要りますか。 

○加 藤 委 員  答弁はいいです。 

○井上(文)委員長  他に質疑はありませんか。 

○岡 山 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  岡山委員。 

○岡 山 委 員  いろいろ皆さんご質問があり、また市長さん答弁されていますが、

地域と協働のまちづくりという、パートナーシップによるまちづくりと、

いろいろとソフト面ではこれは売りではないかと。また、ハード面では

いろんな建物といいますか、施設を計画をされております。その中で、

文化ホールがですね、35億という突出した予算規模と言いますか、計画

がされておりますけども、これは予算書によりますと、総合文化福祉保

健施設と、非常に長い説明と言いますか、呼び名になっておるんですけ

ども、これだけの35億のものを建てるとなると後の維持管理費も相当か

かるんではないかと考えます。委員会を設置して、いろいろと今から検

討されると思いますけれども、具体的にはこの中ですね、どういう中身

の機能を持ったものが入っていく予定なのか、計画されているのかいう

ことをひとつお聞きしたいと思います。 

それから、先ほど斎場、総合火葬場という質問が出ましたけども、こ

れは連合の時からの懸案事項であろうと思います。八千代町も蓬莱苑が

できましてから非常に長く時が経ちまして、老朽化しております。釜の

方がですね、寿命がもう八千代町の時代から、これはいつパンクと言い
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ますか、使えなくなってもおかしくないようなという時にも来ておりま

すし、斎場、広域火葬場は、市民のですね、非常に関心の高い問題では

ないかと思います。いつ委員会を設置して、いつを目標に場所の選定等

ですね、されるのか。また、吉田の旧町時代にですね、吉田の町時代に

はもう既に何箇所か候補地等が挙げられたというような話も聞いており

ますが、そういう候補地等の選定等も含めてですね、いつを目標に我々

を含めて市民に発表できるような計画でおられるのか、お伺いしたいと

思います。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  はい。まず、総合文化福祉保健施設の機能についてのお尋ねでござい

ますけども、この間、合併協で議論しましたことは、ちょっと中心にホ

ールがないということがございまして、例えば今年度8月の15日に成人

式を教育委員会の方で計画をされておりますけど、それもやはり農協の

ホールをお借りしなくてはならないというふうなことで、やはり中心に

一定の市民の皆さんがお集まりをいただいて、文化的なそういった芸能

的なですね、機能を持ったホールが必要だというふうにお考えでござい

ましたので、それは必然的に入るだろうというふうに思っております。

さらに公民館も第2庁舎ということで撤去いたしますので、さらに生涯

学習機能を持った、そういった公民館機能と図書館、これは吉田にはご

ざいませんので、本館としての機能が必要だというふうに思っておりま

す。その他、福祉保健というふうなことの中で、とりわけ保健センター

的な機能はないと、いわゆる中心としての機能を果たさないのではない

かなというふうに、一応考えております。いずれにしましても、当初吉

田町で考えていただいとったのは、ホールとそれから生涯学習機能とい

うことでございましたので、追加の機能等ございますので、いわゆる規

模等につきましては、これから精査をしていきたいというふうに考えて

おるとこでございます。 

それから、葬斎場でございますが、議員ご指摘のとおり、旧連合の時

代からですね、吉田町内に置くという考えの中で、吉田町で何箇所かの

候補地も上がったというふうに私どももお聞きしております。新市にな

りましたので、いわゆる私どもとすれば市長がかねがね申しております

とおり、早い段階でこの事業は仕上げないと合併特例債等の関係もござ

いますので、そういった意味では元に置かないで、まずは規模機能の決

定と、位置につきましては早い段階で選定という作業に移っていきたい

というふうに思います。ただ、大変大きな施設でもございますし、いわ

ゆる迷惑施設というふうにも思われてるものがございます。現在ではも

う煙も出ませんし、そういったことは私どもはないと思いますが、市民

の皆さんの感情の中には一部あるかもわかりませんので、そういった意

味では位置の選定等、少し時間がかかる可能性もあるのかなというふう

に思っておりますが、いずれにしても早い段階で位置の目途をつけて、
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具体の計画づくりに進んでいきたいと、このように考えております。以

上でございます。 

○山 﨑 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  山﨑委員。 

○山 﨑 委 員  それでは、何点かちょっとお伺いします。葬斎場につきましては今か

ら計画し、実施していかれるわけですが、ここに一つお願いしておきた

いのは、ペットに対する葬斎場、これが他市にも準備されておりますけ

ども、そういったところは忘れないようにひとつお願いしたいと、これ

はお願いでございます。 

それから、その次が文化ホール、若しくは第2庁舎、ここらあたりに

なりますと、これは今度は情報公開との絡みでちょっとお尋ねします。

というのは、例えばこういった、今日、委員会をやっております。こう

いったものがですね、例えば各支所、こういったとこで見れないか。あ

るいは基幹となる集会所がありますね、そういったとこで見れないか。

これは、なぜそれを申し上げるかというと、例えば支所であれば市長さ

んが新年の挨拶にわたって、年頭こういうことを気を付けて、市民にサ

ービスに徹底して欲しいとか、あるいはあなた方はこういうことに注意

して仕事をして欲しいとおっしゃられたいことがあると思いますけども、

それを文章でなくして、こういうリアルな場面、早く言えば即時にです

ね、分かるようなかたちで対応していただけばですね、より市長さんの

考えが、例えば1秒もかかりはせんですからそういったところへ行くで

はないですか。これの方法はインターネットでもう、双方向で小学校等

では遠隔授業をやっておられるのですが、一方的なものは簡単なわけで

すよね。そういうものもございますので、そこらあたりが多分第2庁舎

等に当然のごとくケーブルテレビなり、そういったものを設置する事務

所なりものができるどうかという問題もありますけど、そこらは網羅し

て考えなきゃならないだろうということで、まずはそういったところに

着手していただきたい。さらには、そういったとこへ、今現在はどなた

か質問がございましたように、三次市と比べたら約200人ぐらい職員が

多いじゃないかと。そしたら、将来に想定される仕事のところ、前はち

ょっとあったのは消防の関係がありましたけども、こういった市民に対

しての情報公開の仕事いうのは必ずあるんだと。そうすると、そこらへ

振り分けて前もっての勉強ですよね。こういうものができないだろうか

と。というようなことに関連して、ページ101ページのところに本年度

からですね、第2次電算システムのソフト開発費用いうのが入っとる。

そうすると、これはどういうものが入ってるんだろうかと。説明がない

もんですからね、そこらをもうちょっとお聞かせいただきたいというふ

うに思います。 

それからもう一つ、3月の時点でコンピューター関係、ちょっと問題

点がありまして、何とかうまく乗り切られたようでございますが、問題

はコンピューター社会の中においては必ずバックアップいうのが必要で
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すね。これが、月単位というのは、ＯＳの関係とＡＳの関係とではまた

ちょっと違ってきますけども、ＯＳ関係でいけば変えた時に取っておけ

ばいいんですけど、そういったところでのバックアップ体制がどういう

ふうにしとられるのか。日常業務の執行関係での問題、それからさらに

はパッチを当てなければいけない問題がありますよね、これは毎日だと

か、あるいは1週間に1回だとか、等々あると思うんですけども、ごくあ

んまり専門的になったのを、とうとうと述べられてもあれでしょうから、

ごく単純に分かりやすいところで、ちょっとおっしゃっていただければ

と思います。以上です。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  葬斎場におきますペットに対する火葬でございますが、このことにつ

きましては議員ご指摘のとおりでございますので、念頭において計画に

ですね、活かしていきたいというふうに思います。 

それから、私たちが現在思っております、いわゆる光ケーブルを使っ

たネットワークがございます。これは、ご承知のように支所はもちろん

でございますけども、中央公民館、学校、小中学校ですね、そうした人

のいる施設には張り巡らされているということで、実はこれは合併に際

しまして、大きな財産になったものでございます。議員ご指摘のとおり、

現在映像ということであれば、各家庭までは現在無理でございますけど

も、ＡＤＳＬが行っている部分については少し可能性がありますけども、

全世帯ということには参りませんけども、支所等、または人のたくさん

集まるところでのこうした委員会なり、議会、若しくは市長等のですね、

そういったご挨拶というのは瞬時にできることは可能でございます。そ

ういったことの技術も確立されておりますので、私たちはできるだろう

というふうに思っていますけども、いずれにしましてもホールないし、

若しくは新しい庁舎ができるということの段階の中で、どのような機能

を付与していくのか、また組織等もその段階ではある程度また考えをで

すね、整理をするということになるかもわかりませんので、そういった

ことと併せながらどういう機能を入れていくかということが、そういっ

た局面で考えられるんではないかなというふうに思いますんで、そうい

ったことも念頭におきながら、またこれからの計画に取りざしていけば

というふうに思っております。 

また、職員等の問題につきましてもそういう局面の中で、組織なり異

動ということも考えられますので、検討させていただければというふう

に思います。 

それから101ページの債務負担でございますけども、そこの第2次電算

システムソフト開発、それからバックアップ体制等々につきましては、

極めて専門的なことでございますので、担当の課長なり、主幹の方でご

説明申し上げます。 

○山 縣 主 幹  委員長。 
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○井上(文)委員長  山縣主幹。 

○山 縣 主 幹  失礼します。企画課主幹の山縣です。先ほどご質問のありました、債

務負担の件でございますが、第2次開発というように計上させていただ

いておりますのは、第1次につきましては、合併協の時にですね、電算

システムが旧町で3つのシステムがございましたので、それを1つにする

ために基本計画書を作りました。その中には、1町でもシステム化され

ているものは全町が使えるものにしましょうということ。もう1つは新

市になった時に必ず必要になるというシステムを新設としましょうとい

うことで、計画をさせていただきました。それについては、現在約70業

務、基金の構成にしましては19台の大きなサーバーという機械を入れて

運用いたしております。その後ですね、合併をするためにいろいろ協議

をする中でたくさんの要望がございました。しかし、基本計画書のとお

りですね、行わないと開発が間に合いませんので、その要望については

すべて整理をさせていただきまして、持っておりましたので、それにつ

いて、第2次開発として今回、開発するようにしております。 

主なものとしましてはいろいろな業務がございますが、それのやはり

合併をしてみまして、運用すると機能の拡張が必要であるとか、それか

ら新たな法改正が出てきたもの、それからですね、いわゆる人事システ

ム等の、市になったために、やはり必要になってきたシステム、そうい

うものを含めまして2次の開発をして計上しておるものでございます。 

それから先ほどご質問の中で、バックアップ体制ということがありま

した。電算システムでは、このバックアップ体制が一番大切でございま

して、現在、先ほど言いました19のシステムの基本ソフト、ＯＳでござ

います。それと、すべてのデータを月に1度ですね、現在はバックアッ

プしたものをですね、ここの電算室と、それから美土里支所の金庫室、

耐火金庫室の中に二重に管理をしています。それからそれは月に1回で

すが、すべてのデータは、毎日自動的にバックアップを取っております。

したがいまして、毎日取ったものの内の月末のものを、1式をですね、

本庁舎とそれから美土里支所の耐火金庫室の中に保管をするようにして

おります。それから先ほどありました、日常業務でありますが、これに

つきましてはいわゆるウィルスソフトの変更であるとか、基本ソフトの

いわゆる修正モジュールというものがありますが、それにつきましても

現在ソフトの保守として富士通さんと保守契約しておりますので、それ

ぞれ情報が入ってきます。また、総務省からも来ますので、適時遅れな

いようにそれを充てているというのが現状でございます。以上です。 

○高 下 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  高下委員。 

○高 下 委 員  時間も相当経過しておりますが、もう1、2点ほどお伺いをいたしま

す。 

44ページでございますが、まちづくり委員会ということで、報償費が

170万3,000円という計上してございます。今朝ほどの説明では、大学教
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授を含めてという説明をお聞きいたしました。これは架空の数字ではな

かろうというように思いますし、何名ということはまだわからないのだ

という説明も、これまでに聞き及んでおりますが、架空の数字でない限

りは、何名かのリストアップされてですね、それで予算の計算をしてお

られることだろうというように理解をしております。そこで、今日、ま

だわからんよということになりませば、それなりに理解はできるわけで

ございますが、何名ぐらい、大学教授を含めて何名ぐらいを基準に算出

してあるのか、お聞きいたしたいと思います。 

それからもう1点でございますが、18ページの中に、今朝ほどの説明

では難視聴のテレビのアンテナといいますか、それの施設工事につきま

しては負担金が1世帯当たり3万円で、398万9,000円の全額の負担金いう

ような数字が載っております。してみると、1世帯3万円となりますと、

百二、三十件以上の加入がないと、この数字には上がらないというよう

に理解をいたすわけでございますが、43ページの中では工事請負費が1,

063万円という数字が上がっております。してみると、3分の2は補助金

かなというような思いがしておるわけでございますが、これにつきまし

ては、いろいろ難視聴のところもまだあるというように思いますし、い

ろいろ電話もかかってくるような状況でございますんで、これは十分把

握しておかねばならないという思いで質問をさせていただくわけでござ

いますが、これの、難視聴の分につきましては、どのような制約がある

のか、ひとつお聞かせをいただきたいというように思います。以上でご

ざいます。 

○小田自治振興課長  委員長。 

○井上(文)委員長  小田自治振興課長。 

○小田自治振興課長  まちづくり委員会の費用についてのご質問にお答えしたいと思います。

まちづくり委員会費につきましては、先ほど申し上げましたように、ま

ず最初に準備委員会いうかたちを立ち上げながら、準備委員会の中でそ

れぞれのまちづくり委員会の機能、役割等を検討していくということに

しておりますが、当面、どの程度見込めばよいかということで、計上さ

せていただいとるものにつきましては、準備会として委員報酬を7,000

円でみておりますけども、各町4名程度で3回程度開催をするということ。

それから委員会になったことを想定しながら、各町6名程度ということ

で、2回程度の費用としてみております。ただ、この委員会の構成等に

つきまして、若干この委員の数そのものが大きく変動する場合について

は、またその場合において、補正等で対応していきたいと考えておりま

す。大学教授等の委員会への招致ということでございますけども、専門

的な視野からまちづくりのご指導をいただくということで、2名程度を

大学の方から招致し、それの謝礼、または旅費というかたちで報償費の

中に込ませていただいております。さらに、会議費用として若干の資料

等作成をいたしますので、その資料、それからジュース等もあります。

そういったものも含めておりますので、そういった報酬費、それから委
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員報酬の方は、予算的には98万7,000円ほどみております。それから報

償費につきましては、51万円ほどみております。それから需用費等、先

ほどの会議費用として19万程度みております。ということが、まちづく

り委員会の費用として計上しているものでございます。以上でございま

す。 

○武岡企画課長  委員長。 

○井上(文)委員長  武岡企画課長。 

○武岡企画課長  それでは、私の方からは難視聴の関係につきまして説明をさせていた

だきたいと思います。 

まず、先ほどありましたように、18ページのテレビ難視聴に関します

分担金でございますが、これにつきましては補助対象事業費が先ほどの

工事費の中のですね、872万7,000円、これが補助対象事業費でございま

す。これの3分の1、いわゆる290万9,000円。それと個別のですね、1件

当たり3万円、36戸分の108万円を足した398万9,000円になろうかと思っ

ております。それで基本的には国ですね、国が3分の1で市と県が6分の1、

地元もですね、3分の1を負担していただくということでございます。 

それと、43ページの方のですね、工事請負費につきましては先ほど申

しましたが、私、今朝ほどの説明の中でですね、主なものということで

ご説明をさせていただきまして、1,063万円の内ですね、具体には980万

7,000円がこの五十貫部の事業費でございます。もう82万3,000円は、別

の工事になっとるということでございますので、よろしくお願いします。 

○亀 岡 委 員  委員長。 

○井上(文)委員長  亀岡委員。 

○亀 岡 委 員  葬斎場のことにつきましてですね、いろいろございましたが、もう1

点付け加えてお伺いしたいと思います。この葬斎場の施設がどのように

してできるかというのは、いろいろ今日の情勢にふさわしいかたちでで

すね、できていくと思うんですが、その中での運営形態ですね、これが

どのようなかたちでやられるのか。市民としてはですね、葬斎場も目論

まれているらしいということぐらいの情報になっているんじゃないかと

思うんですね。過去を振り返ってみまして、私どもの地域でもですね、

美土里、高宮で光台苑ができる直前の時期におきまして、地域の火葬場

をかなり整備をしたんですよね。新しい火葬場が設けられても当分の間

はそれを利用することはないんじゃなかろうかというようなことが、お

互いの中で思われ、言われていたんですが、実際に施設ができてみます

とですね、もう一挙にその光台苑を全面利用するというような状況でご

ざいました。ですが、今一番ですね、考えられ、また注目されているこ

とはですね、一体そのできる葬斎場を利用すればですね、どのような経

費がかかるんであろうというようなことが最大の関心ですね。このこと

を合併に併せた事業としても推進していくのであればですね、住民の方

にそこら辺りの方が十分周知徹底され、理解と協力をいただかにゃいけ

んということになりますのでですね、ここら辺りどういう運営になって
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いくんかと。早く言えば利用する料金ですね、ここら辺りが現在お互い

に地域でやっておることと比較したときにですね、どのようになってい

くんか。ただし、今地域でやっておりますのは、たちまち現金で計算す

ればどうなるんかというと、安いようですが、しかしそれは地域のみん

ながですね、なかなか忙しい中で、今日情勢の中で、出府してやってる

んだと。でもその方が現金が余計にかからんけえいいじゃないかという

ような論もあります。しかし、みんなで出てですね、それをやっていく

こと自体が難しくなるという過疎と高齢化の中でですね、そのような実

態がある。もとよりそういうことも十分踏まえた上で、今日の計画はな

されているということの中でですね、具体的にそれについての着手の方

向で一定の予算措置がなされているとすればですね、やはり十分そこら

のことも徹底をしていくべきじゃないかと、このように思うんですよね。

そこらのとこについて、お伺いをいたします。 

○田丸自治振興部長  委員長。 

○井上(文)委員長  田丸自治振興部長。 

○田丸自治振興部長  葬斎場につきましては、正直申し上げまして、市民どなたもですね、

お使いになる施設でございますので、当然その経費を含めて運営がどの

ようになるかというのは、極めて関心の高い問題だろうというふうに思

います。現在の段階では、そこらについてどのような運営手法がいいの

か、例えば公設、民営でいくのか、公設、民営になるのかを含めてです

ね、検討をした状況ではございません。と同時に、その例えば葬儀を行

う場合、その会場の借り上げ料をいくらにするのかというふうなことも

先進の例はいくつか、関東を含めて視察に、連合の時代に行っとります

ので、承知はしとりますけども、そこら辺りについても現在の段階につ

いても検討したところではございません。これらにつきましては、冒頭

申し上げましたように、基本構想を作るということでございますので、

その段階で施設の機能、規模、さらには運営の手法、そして当然運営の

手法にかかりましては経費をどのように設定をしていくのか等々の基本

的な考え方等を整理をしていかなくてはならないというふうに思ってお

りますので、できましたら私どもも、場所の一定の選定を含めて、今年

度整理ができればなというふうに考えております。以上でございます。 

○井上(文)委員長  他に質疑はございませんか。 

          〔質疑なし〕 

質疑なしと認め、以上で自治振興部所管予算に対する質疑を終了いた

します。 

暫時休憩をいたします。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後２時５６分 休憩 

午後３時０２分 再開 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

○井上(文)委員長  再開をいたします。 
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これより、討論に入ります。 

まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 〔反対討論なし〕 

反対討論なしと認めます。 

次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。 

 〔賛成討論なし〕 

賛成討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

○井上(文)委員長  これより、議案第37号を挙手により採決いたします。 

本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 〔挙手多数〕 

挙手多数であります。 

よって、議案第37号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

○井上(文)委員長  以上で、予算審査小委員会として企画常任委員会に審査委託されまし

た議案は全部終了いたしました。 

なお、委員長報告書の作成については、私にご一任を願います。 

以上で、企画常任委員会の議事は全部終了しました。 

以上をもって、企画常任委員会を閉会いたします。 

ご苦労さんでございました。 

～～～～～～～～〇～～～～～～～～ 

午後３時０７分 閉会 


